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柱１ あらゆる分野において男女がともに活躍できる社会の実現 

 

 

＜現状・課題＞ 

○ 本県では、女性の就業者数及び就業者全体に占める女性の割合は着実に増 

加しています。 

 

○ 国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、女性就業者の約３割が出

産や子育てを機に離職しており、また、県内の 25 歳〜44 歳の就業を希望す

る女性６万人超のうち、子育て等を理由に求職活動ができない女性が約１万

５千人にのぼっています。 

  

○ 県・市町村・県内事業所等における管理的職業に従事する女性の割合は、

令和４（2022）年には福岡県は 17.9％となっています。これは、全国平均

（15.3％）より高くなっていますが、男性と比べると低く、国が目標として

掲げている「指導的地位に占める女性の割合 30％」には及ばない状況です。

また、非正規雇用労働者の割合は、男性が２割程度であるのに対し、女性は

５割を超え、所定内給与額（月額）は、男性を 100とした場合、女性は 74.9

と、依然として男女間の格差が生じています。 

 

○ 男性が週 60 時間以上労働する割合は女性の約２倍（女性約４％、男性約

９％）と高く、男性が地域活動や家事等に積極的に関わりにくい状況にあり

ます。また、共働き世帯が専業主婦世帯の約 2.5倍に増加していますが、女

性の家事関連時間は男性の５倍以上となっており、家事・育児の負担が依然

として女性に偏っています。男性の育児休業取得率は上昇しましたが、男女

間での取得率、期間において未だに差があります。 

 

○ 仕事と子育ての両立に加え、高齢化に伴う介護者の増加により、介護と仕

事の両立も大きな課題であり、介護サービス充実など介護の負担軽減を図る

ことが必要です。 

    

○ 起業家に占める女性の割合は、20.6％とまだ低い状況です。女性が自らや

りがいをもって取り組める仕事の創出に挑戦することを後押しする必要が

あります。 
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○ 人口が減少する中、多様な人材が地域の意思決定や政策決定の場に参画し

ていくことは、住みよい社会づくりを進めていくうえで重要です。 

○ 本県や県内市町村の審議会委員に占める女性の割合は、着実に増加してお

り、本県の審議会においては４割を超えています。市町村の審議会において

は 35.7％で、更なる登用が必要です。 

 

＜施策の方向＞ 

（１）働く場における女性の活躍推進 

① 女性の就業支援 

○ 子育て中の女性、非正規雇用・休職中の女性を対象に、就職相談から将来

のキャリアに関する相談や就職支援情報、保育情報の提供、就職あっせんま

できめ細かな就職支援を行います。 

○ 取得した資格や経験を生かして就業できるよう支援を行います。 

【主要な施策、事業、取組】      

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

ママと女性の就業支

援センター 

・子育て中の女性、非正規・求職中の女性を対象に

就職相談、就職支援情報や保育情報の提供、就職サ

ポートセミナーの開催や求人開拓、就職斡旋まで一

貫した支援を行います。 

・働きたい女性の就業支援に加え、働く女性のキャ

リア支援にも取り組み、働きたい・働く女性をワン

ストップで支援します。 

2-(1)③ 

2-(2)② 
女性活躍推進課 

子育て中の方の就職

に向けた職業訓練 

民間教育訓練機関等を活用した委託訓練の中で、託

児付訓練など子育て中の方が受講しやすいコースを

実施します。 

 
労働政策局職業能力

開発課 

労働講座の実施 

勤労者、事業主、人事・労務担当者等を対象とし

て、労働問題等についての講座を開催し、学習の機

会を提供します。 

 
人材活躍・労働総務

課 

労働相談の実施 

労使関係、労働条件、労働福祉等に関する問題の解

決のため事業主や労働者を対象とした情報提供や労

働相談等を行います。 

2-(1)⑤ 
人材活躍・労働総務

課 

総合相談・専門相談

の実施 

・生き方や離婚・家族関係などすべての人が抱える

広範囲な悩みに関する総合相談（電話・メール・面

接）を実施します。 

・総合相談のうち、専門家の助言が必要な場合には

専門相談（法律相談、こころの健康相談）を実施し

ます。 

2-(1)⑤ 

2-(2)⑤ 
男女共同参画推進課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

福岡県ナースセンタ

ー 

離職した看護職員(保健師、助産師、看護師、准看

護師)が職場に復帰できるよう、県ナースセンター

において復職支援研修や無料職業紹介などの取組を

進めます。 

  

医療指導課 

（医師・看護職員確

保対策室） 

福岡県保育士・保育

所支援センター 

増大する保育需要に対応する保育士確保を図るた

め、センターにコーディネーターを配置し、結婚や

子育て等で保育現場を離れている保育士有資格者を

対象とした保育所への就職支援等を行います。あわ

せて、保育士資格の届出制度及び保育人材の相談支

援を開始し、潜在保育士の復職支援を強化します。 

 子育て支援課 

 

② 働く女性のキャリア形成支援 

○ 女性が活躍しやすい職場づくりを進めるため、県内の経済団体や行政機関

等と連携し、社会全体の気運の向上や企業への働きかけを行います。 

○ 管理職から役員まで、企業で働く女性の一体的なキャリア支援のため、人

材育成・人脈形成を進めます。また、県内の働く女性が、所属する企業等の

垣根を越えて、様々な分野で活躍するロールモデルと出会い、交流できるネ

ットワークを形成します。 

○ 県における女性職員の人材育成や管理職への登用を積極的に進めるとと

もに、市町村における女性職員の管理職等への登用について調査、公表、助

言します。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

女性活躍推進のため

の官民連携基盤強化 

経済団体や業界団体等と女性活躍に向けた課題や方

策等について協議し、官民一体となって企業の女性

活躍に向けた取組を推進します。 

  女性活躍推進課 

女性活躍のための企

業人材育成（Women's 

Business Camp） 

管理職層の女性人材を育成するため、階層別の女性

人材育成研修を実施するとともに、研修を修了した

女性社員がやりがいをもって働き続けられる職場環

境整備を進めるため、経営層・人事対象研修を実施

します。 

  女性活躍推進課 

女性の役員登用推進

（福岡 BOARD 倶楽

部）  

女性の経営層参画を推進するため、企業から推薦さ

れた次世代女性リーダーと地場企業の経営層が交

流・研鑽し、次世代女性リーダーの人脈形成及び企

業経営層の意識改革を図るフォーラムを開催しま

す。 

1-(4) 女性活躍推進課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

未来の働く女性のキ

ャリア形成支援 

県内学生を対象に、就職時の県外転出理由を調査す

るとともに、女子学生に県内でのキャリア形成を考

えてもらうため、県内企業の見本市「福岡ジョブ・

コレクション」を開催します。 

1-(1)③ 女性活躍推進課 

働く女性のキャリア

形成支援 

働く女性が企業や組織に関わらず、将来の目標とな

るロールモデルと出会い、交流できる場「福岡キャ

リア・カフェ」を開催するとともに、女性トップリ

ーダーや多くのロールモデルと交流できる「福岡キ

ャリア・ラウンジ」を開催します。 

 女性活躍推進課 

働く女性のキャリ

ア・リデザイン応援

プロジェクト 

自分らしいキャリアを実現したい女性に対し、自己

分析セミナーや企業との交流会を開催し、キャリア

コンサルトが就業を支援します。 

1-(1)③ 女性活躍推進課 

女性活躍推進に向け

た就業環境整備支援 

個別企業に対して社会保険労務士や中小企業診断士

といった専門家を派遣し、一般事業主行動計画の策

定や就業規則の見直し等、企業の実情に応じ、女性

活躍の推進に向けた具体的なアドバイスを実施しま

す。 

1-(2)① 女性活躍推進課 

働く女性の健康を守

る事業 

女性特有の健康課題に起因する望まない離職等を防

ぎ、女性が健康で長く働き、活躍できるよう、女性

のヘルスリテラシーの向上を図るとともに、企業に

おける職場環境整備を推進します。 

1-(2)① 

2-(3)①  
女性活躍推進課 

若手経営者による女

性活躍推進ワークシ

ョップ 

女性が活躍できる企業経営を中小企業に広げていく

ため、県内経済団体に所属する若手や男性・女性な

ど幅広い経営者を対象とするワークショップを開催

し、所属団体への提案につなげるとともに、自社で

の実践を促進します。 

  女性活躍推進課 

女性活躍イノベーシ

ョンワークショップ 

女性活躍推進の課題や必要な取組等について、官民

連携で幅広く意見を交わすワークショップを開催

し、県や業界における取組を推進します。 

  女性活躍推進課 

中小企業雇用環境改

善支援センター 

労働者の雇用環境の改善を支援し、中小企業におけ

る人材の確保・定着・育成の推進を図るため、企業

の経営者や人事労務担当者に向けたセミナーや社会

保険労務士等の専門家によるアドバイスを実施しま

す。 

  
労働政策局就業支援

課 

女性医師キャリア形

成支援 

女性医師のネットワーク構築及びキャリア教育の支

援により、女性医師のキャリア形成を支援し、就業

継続や復職の促進を図ります。 

  

医療指導課 

（医師・看護職員確

保対策室） 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

女性職員の積極的登

用・育成 

・女性職員の管理職登用の拡大を図るとともに、将

来の管理職候補となる係長及び課長補佐相当職への

女性職員の登用を積極的に推進します。 

・女性職員の職域拡大を一層推進し、派遣研修など

を活用した人材育成に取り組むとともに、ロールモ

デル事例集の作成・周知や女性活躍推進のための研

修等を通じて職員の意識醸成を図り、個々の職員が

持つ能力を十分に発揮できる職場づくりを推進しま

す。 

  人事課 

・女性職員の管理職登用の拡大を図るとともに、将

来の管理職候補となる係長及び課長補佐相当職への

女性職員の登用を積極的に推進します。 

・女性職員の職域拡大を一層推進し、研修などを活

用した人材育成に取り組むとともに、管理職を中心

とした職員の意識改革を通じて、個々の職員が持つ

能力を十分に発揮できる職場づくりを推進します。 

  教育庁総務課 

女性教職員の積極的

登用・育成 

・女性教職員の管理職登用の拡大を図るとともに、

中堅的なリーダーとなる主幹教諭や指導教諭への登

用及び主任・主事の育成を促進します。 

・研修等を活用した女性の人材育成に取り組むとと

もに、管理職を中心とした教職員の意識改革を通じ

て、個々の教職員が持つ能力を十分に発揮できる職

場づくりを推進します。 

  教育庁教職員課 

女性警察官の採用・

職域の拡大 

女性職員のキャリア

形成支援の取組の推

進 

・全警察官に占める女性警察官の採用及び職域の拡

大を図るとともに、女性用施設整備を計画的に進め、

女性職員が安心して職務に取り組めるよう環境整備

を行います。 

・女性職員のキャリア形成を図るため、女性職員に

対するキャリアプランセミナーの開催等、各種取組

を実施します。 

  警察本部警務課 

副市町村長・人事担

当課長会議等での助

言 

副市町村長・人事担当課長会議等において、女性地

方公務員の活躍推進について助言します。 
  市町村行財政支援課 

市町村女性職員の登

用状況調査・公表 

市町村における女性管理職の登用状況を調査し、結

果の取りまとめ及び公表を行います。 
  男女共同参画推進課 

市町村条例・計画策

定状況の調査・公表 

市町村の男女共同参画に関する条例、計画の策定状

況を調査し、未策定市町村への助言、策定・更新状

況を公表します。 

  男女共同参画推進課 

行政職員のための男

女共同参画セミナー

の実施 

行政職員を対象としたセミナーを開催し、市町村行

政を担う職員の男女共同参画への理解促進を図りま

す。 

  男女共同参画推進課 
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③ 女性の多様な分野への就業促進 

○ 誰もが能力を発揮でき働きやすい環境整備を支援するほか、多様な分野に

おける人材育成を推進します。 

○ 学生のうちからロールモデルとの交流や職場体験などで多様な職種に触

れ、将来のキャリアを柔軟かつ幅広く見据えられる機会を提供します。 

○ 女性農業者の経営・社会参画を支援するため、女性農業者が能力を発揮す

るための技術研修やリカレント教育を行うとともに、固定的な性別役割分担

意識を解消するための研修等を行います。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

建設業魅力発信 

建設産業における女性活躍を推進するため、建設現

場で活躍する女性にフォーカスを当てたＰＲ動画配

信を実施します。 

  建築指導課 

建設インフラまるご

とＤＸ推進 

建設産業における女性の雇用を促進するため、建設

産業の労働環境改善とＤＸ体験を通じて女性の活躍

を後押しするセミナーを開催します。 

  
建築指導課 

県土整備企画課 

未来の女性医師発掘 

女性医師を講師とする出前講座の実施により、主に

女子高校生の医学部への進学意欲を高め、医師を将

来の職業の選択肢としてもらい、医師の確保につな

げます。 

  

医療指導課 

（医師・看護職員確

保対策室） 

家族経営協定締結の

推進 

家族経営協定締結の推進及び締結内容の充実・実践

を促進します。 
  経営技術支援課 

農村女性リーダーの

育成と活動支援 

地域の牽引役となる農村女性リーダーの認定、育成

を行うことにより、女性農業者の経営参画の促進を

図ります。 

1-(3)② 経営技術支援課 

女性農業者の活躍促

進対策 

専門家による個別指導、新商品開発の支援を行うと

ともに女性農業者の活躍を広くＰＲすることによ

り、女性農業者の活躍を促進します。 

  経営技術支援課 

自ら農業経営の中心となり、その実績に責任を持つ

女性農業者を育成し、女性認定農業者を増やす取組

を行います。 

  経営技術支援課 

女性農業者が能力を発揮しやすい環境をつくるた

め、ジェンダーギャップ解消に向けたワークショッ

プや女性が農業技術などを学ぶ研修を実施します。 

  経営技術支援課 

漁協女性部協議会育

成助成 

漁協女性部協議会が行う研修等を支援し、女性漁業

者の経営参画を促進します。 
  水産局水産振興課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

女子中高生のための

キャリアデザイン応

援 

女子中高生などの若者が、柔軟な発想と幅広い視野

で将来のキャリアを考えられるよう、様々な分野で

活躍する女性ロールモデルを提示します。 

  女性活躍推進課 

未来の働く女性のキ

ャリア形成支援 

県内学生を対象に、就職時の県外転出理由を調査す

るとともに、女子学生に県内でのキャリア形成を考

えてもらうため、県内企業の見本市「福岡ジョブ・

コレクション」を開催します。 

1-(1)② 女性活躍推進課 

働く女性のキャリ

ア・リデザイン応援

プロジェクト 

自分らしいキャリアを実現したい女性に対し、自己

分析セミナーや企業との交流会を開催し、キャリア

コンサルトが就業を支援します。 

1-(1)② 女性活躍推進課 

女性のスポーツ活動

の推進 

オリンピックをはじめとした大規模大会に向け、10

種目の女子競技に遠征等の派遣事業を実施し、女性

アスリートの育成を行います。 

  
教育庁体育スポーツ

健康課 

身近な場所で女性が気軽にスポーツを行うことがで

きるよう、女性の視点に立ったスポーツ指導者を育

成するため、スポーツ推進委員研修会において指導

者の育成を行います。 

  
スポーツ局スポーツ

振興課 

女性のスポーツの活躍を推進するため、女性指導者

の養成を行うほか、ジェンダー平等セミナーを行い

ます。 

  
教育庁体育スポーツ

健康課 

地域公共交通運転手

確保 

バス・タクシー事業者に対し、働きやすい職場環境

整備と情報発信への支援を行い、女性運転手の採用

を目指します。 

  
空港・交通政策局交

通政策課 

公立大学法人福岡女

子大学における理工

系人材の育成 

公立大学法人福岡女子大学において、デジタル・グ

リーン等の成長分野で活躍できる女性の理工系人材

を育成します。 

  
私学振興・青少年育

成局青少年政策課 

 

④ 女性の起業支援 

○ 多様な主体と連携して、起業を目指す女性の掘り起こしを行うとともに、

起業したい女性のステージに応じた支援に取り組みます。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

セクハラ・詐欺から

守る！女性起業家応

援 

女性起業家を狙ったセクハラや詐欺の実態調査、関

係者とともに対応策を考えるオープンセッションを

実施します。 

 女性活躍推進課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

起業で輝く女性支援

（Bloom福岡） 

起業したい女性や創業から間もない女性に対し、オ

ンラインの無料相談や起業を目指す女性のステージ

に応じたセミナー・伴走支援を行うとともに、先輩

起業家との交流の場を提供することで、女性の起業

を支援します。 

  女性活躍推進課 

女性起業家の育成支

援 

ピッチイベント等により、女性起業家の資金調達や

ビジネスマッチングを支援します。 
  

スタートアップ推進

課 

中小企業融資制度の

活用 

創業に必要な資金の融資を促進し、地域の産業振興

を図ります。 
  

中小企業振興局中小

企業経営支援課 

 

（２）誰もが希望に応じて働ける環境づくり 

① 多様で柔軟な働き方の推進 

○ 多様な人材が、それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択し、活躍でき

る魅力ある職場環境づくりを推進します。 

○ 企業の経営者が従業員の仕事と子育て、介護の両立を応援する取組を自主

的に宣言する「子育て応援宣言企業」及び「介護応援宣言企業」の取組内容

の充実等を図り、希望に応じて誰もが仕事と家庭の両立ができ、働き続ける

ことができる職場づくりを推進します。 

○ 県における男性職員の育児休業取得促進等、仕事と家庭生活の両立の促進

を図ります。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

子育て応援宣言企業

の推進 

企業や事業所の代表者が、従業員の仕事と子育ての

両立を支援する具体的な取組を自主的に宣言し、そ

れを県が登録する「子育て応援宣言企業」の登録拡

大と取組内容の充実を図り、仕事と子育てが両立で

きる職場づくりを推進します。 

1-(3)① 
労働政策局就業支援

課 

介護応援宣言企業の

推進 

企業や事業所の代表者が、従業員の仕事と介護の両

立を支援する具体的な取組を自主的に宣言し、それ

を県が登録する「介護応援宣言企業」の登録拡大を

図り、仕事と介護が両立できる職場づくりを推進し

ます。 

1-(3)① 
労働政策局就業支援

課 

女性活躍推進に向け

た就業環境整備支援 

 

 

個別企業に対して社会保険労務士や中小企業診断士

といった専門家を派遣し、一般事業主行動計画の策

定や就業規則の見直し等、企業の実情に応じ、女性

活躍の推進に向けた具体的なアドバイスを実施しま

す。 

1-(1)② 女性活躍推進課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

働く女性の健康を守

る事業 

女性特有の健康課題に起因する望まない離職等を防

ぎ、女性が健康で長く働き、活躍できるよう、女性

のヘルスリテラシーの向上を図るとともに、企業に

おける職場環境整備を推進します。 

1-(1)② 

2-(3)① 
女性活躍推進課 

女性医師確保支援 

短時間勤務や当直免除等を利用する女性医師の代替

医師にかかる経費を一部補助し、女性医師の就労環

境改善を促進します。 

  

医療指導課 

（医師・看護職員確

保対策室） 

がん患者就労相談支

援 

治療と仕事の両立支援員（社会保険労務士）による、

事業主や人事労務担当管理職に対する意識改革を行

い、事業所の就業規則見直しなどにかかる支援を行

います。 

 
がん感染症疾病対策

課 

働き方の見直し 

若者・女性・高齢者などの多様な人材がそれぞれの

事情に応じて多様な働き方を選択でき、その意欲と

能力を発揮できる魅力ある職場づくりに向けたセミ

ナーを実施するほか、企業内の働き方改革の取組を

宣言・実行する「よかばい・かえるばい企業」に対

し、フォローアップを行うなど、働き方改革の実践

に向けた取組を実施します。 

1-(3)① 
労働政策局就業支援

課 

男性の育児休業取得

の促進 

男性の育児休業取得に向けた中小企業の行動計画策

定に対して助成するとともに、育児休業の制度運用

のための人事労務責任者向け研修会を実施します。 

1-(3)① 
労働政策局就業支援

課 

育児休業者、介護休

業者生活資金融資制

度の実施 

育児、介護休業を取得された方を対象に、休業期間

中に必要とする生活資金を無担保・低金利・長期に

わたって貸与するための融資制度を実施します。 

 
人材活躍・労働総務

課 

男性職員の育児休業

等取得促進 育児休業等制度の周知と育児休業等を取得しやすい

環境づくりに努めるとともに、育児休業中の職員に

対し適宜情報提供を実施します。 

  人事課 

男性教員・男性職員

の育児休業等取得促

進 

  
教育庁総務課 

教育庁教職員課 

男性警察官・男性職

員の育児休業取得促

進 

育児休業等制度の周知と育児休業等を取得しやすい

環境づくりに努めるとともに、育児休業中の職員に

対し適宜情報提供を実施します。 

  警察本部警務課 

 

② 仕事と生活が両立できる環境の整備 

○ 待機児童の解消や、多様なニーズに対応した保育サービス等の充実を図る

とともに、老人福祉施設等の整備促進や介護サービスの充実により、仕事と

子育て、介護との両立を支援します。 
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【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

保育所 

・保育所の認可、指導監督を行います。質の高い幼児

教育・保育を提供できるよう環境の充実を図るため、

保育所整備による定員拡大や保育の担い手である保

育士の処遇改善を実施します。 

・子ども・子育て支援新制度に基づく施設型給付によ

る財政支援を行います。      

  

  
子育て支援課 

認定こども園 

・幼保連携型認定こども園の認可・指導監督を行い、

幼保連携型以外（幼稚園型、保育所型、その他の型）

の認定こども園の認定を行います。 

・質の高い幼児教育・保育の提供が行われるよう、子

ども・子育て支援新制度に基づく施設型給付を行いま

す。 

・施設型給付による財政支援を行い、就労形態に関わ

りなく利用可能で、幼児教育と保育を一体的に提供す

る認定こども園の普及を図ります。 

  

  
子育て支援課 

小規模保育事業等 

・市町村が認可を行う小規模保育事業所等で、質の高

い幼児教育・保育を提供できるよう、子ども・子育て支

援新制度に基づく施設型給付による財政支援を行い

ます。 

・環境の充実を図るため、施設整備による定員拡大や

創設を実施します。 

  子育て支援課 

延長保育、病児保育 

・働く女性の増加や通勤時間の長時間化等に伴う保育

需要に対応するため、延長保育の促進に努めます。 

・こどもが病気の際に家庭での保育が困難な場合に、

病院等に併設された施設等で児童を一時的に保育す

る病児保育事業の促進に努めます。 

・病児保育の利用料を助成することにより、子育て世

帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図りま

す。 

  子育て支援課 

放課後児童クラブ 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就

学している児童を放課後や夏休み等の長期休暇に専

用施設や余裕教室等で預かり、放課後児童支援員を

配して、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全

育成を図ります。 

  こども未来課 

介護保険対策 

介護サービスが充実されるよう、介護支援専門員実務

研修受講試験や各種研修を実施することで介護支援

専門員の養成、資質の向上を図ります。 

  

高齢者地域包括ケア

推進課 

（介護人材確保対策

室） 

介護サービスの事業所の指導・育成を行うことにより、

介護サービスの充実を図ります。 
  介護保険課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

老人福祉施設等の整

備促進 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人

ホーム、養護老人ホーム等の老人福祉施設等の創設、

改築などの整備を促進します。 

  介護保険課 

 

（３）地域・家庭・社会活動における男女共同参画の推進 

① 男性の家事・育児等への主体的な取組の推進 

○ 産後パパ育休を育児の入り口の一つと位置付け、育児をしてみて育児の喜

びや大変さを実感し、その後の育児への関わり方や働き方の見直しにつなげ

るため、産後パパ育休制度の普及・啓発に努めるとともに、男性の主体的な

育児への参画を図ります。 

○ 家事・育児・介護の負担が女性に偏り、生活の質への影響、就業継続や仕

事との両立の難しさにつながっている現状を改善するため、男女がともに家

事・子育て・介護を行う意識改革を促します。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

共家事・共育ての推

進 

・男性が主体的に家事・子育てに関わることができ

るよう、男性が家事・子育てに関わることの大切さ

や意義等について啓発し、男性の積極的な家事・育

児を促すほか、家事に不慣れな男性が、家事は楽し

みながら気軽にできるものと感じたり、家事スキル

を上げてもらう取組を進めます。 

・家事の仕方や育児への関わり方などの実践例をま

とめた「パパノートブック」の配付、「パパのための

子育て相談ダイヤル」の設置、「よかパパ料理・育児

セミナー」の開催など、男性の積極的な家事・育児

を推進します。 

・市町村が行う家事・育児分担を促進する取組や、

男女がともに参加する子育て親子教室などの取組を

支援します。 

  

  

男女共同参画推進課 

こども未来課 

子育て支援課 

子育て応援宣言企業

の推進 

企業や事業所の代表者が、従業員の仕事と子育ての

両立を支援する具体的な取組を自主的に宣言し、そ

れを県が登録する「子育て応援宣言企業」の登録拡

大と取組内容の充実を図り、仕事と子育てが両立で

きる職場づくりを推進します。 

1-(2)① 
労働政策局就業支援

課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

介護応援宣言企業の

推進 

企業や事業所の代表者が、従業員の仕事と介護の両

立を支援する具体的な取組を自主的に宣言し、それ

を県が登録する「介護応援宣言企業」の登録拡大を

図り、仕事と介護が両立できる職場づくりを推進し

ます。 

1-(2)① 
労働政策局就業支援

課 

働き方の見直し 

若者・女性・高齢者などの多様な人材がそれぞれの

事情に応じて多様な働き方を選択でき、その意欲と

能力を発揮できる魅力ある職場づくりに向けたセミ

ナーを実施するほか、企業内の働き方改革の取組を

宣言・実行する「よかばい・かえるばい企業」に対

し、フォローアップを行うなど、働き方改革の実践

に向けた取組を実施します。 

1-(2)① 
労働政策局就業支援

課 

男性の育児休業取得

の促進 

男性の育児休業取得に向けた中小企業の行動計画策

定に対して助成するとともに、育児休業の制度運用

のための人事労務責任者向け研修会を実施します。 

1-(2)① 
労働政策局就業支援

課 

 

② 地域コミュニティの運営・社会活動における男女共同参画の推進 

○ 地域活動において、性別や年代にとらわれず多様な人材の参画を市町村等

と連携して進めます。 

○ 役職を受けることについて、知識や能力の面での不安や責任が重いことを

負担と感じる女性も多いことから、女性リーダーの育成に向けた研修等を行

います。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

地域のリーダーを目

指す女性応援 

政治分野などの政策決定の場への女性の参画を進め

るため、地域のリーダーとなる女性を育成します。 
1-(4) 男女共同参画推進課 

男女共同参画の視点

を持った災害対応人

材育成 

避難所運営の実働訓練などにより、男女共同参画の

視点をもって防災・復興に対応できる人材を育成し、

平常時からの地域のコミュニティの男女共同参画を

推進します。 

2-(4) 男女共同参画推進課 

女性団体のネットワ

ークとの連携 

県内の女性団体・グループが相互に情報交換、交流

を深めるために組織された「福岡県男女共同参画推

進連絡会議（愛称：ふくおかみらいねっと）」の取組

を支援します。 

  男女共同参画推進課 

地域づくり団体への

支援 

「地域づくりネットワーク福岡県協議会」への女性

が主体的に活動している団体の加入促進を行い、情

報提供、団体相互の交流推進、表彰など活動の支援

を行います。 

  市町村政策支援課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

好事例の情報収集、

提供 

・地域づくりの様々な活動に女性が参画した事例な

どの情報収集及び発信を行い、女性の参画を促進し

ます。 

・地域で活動する団体等を紹介するサイト「地域の

すばる」を運営します。 

  男女共同参画推進課 

農村女性リーダーの

育成と活動支援 

地域の牽引役となる農村女性リーダーの認定、育成

を行うことにより、女性農業者の経営参画の促進を

図ります。 

1-(1)③ 経営技術支援課 

商工会女性部活動の

支援 

商工会等の女性部(女性経営者等で構成)が行う社会

福祉・環境保全活動などの自主的な活動を支援し、

地域中小企業の活性化を促進します。 

 
中小企業振興局中小

企業経営支援課 

自治会における男女

共同参画の促進 

自治会長への女性の登用にあたっての障壁について

アンケートを実施し、その結果を市町村に共有する

とともに、具体的な取組の実施に向けて支援します。 

 男女共同参画推進課 

 

（４）様々な政策・方針決定過程への女性の参画推進 

○ 福岡県の審議会等における女性委員の比率の維持・向上を目指して、全て

の関係部局において、役職や年代にとらわれず、多様な人材の中から女性委

員の登用を進めます。 

○ 市町村に対し、県審議会等と同様多様な人材の中から女性の登用が進むよ

う、状況把握及び女性人材の情報提供等を行います。 

○ 政治分野における男女共同参画の推進を図るとともに、人権侵害に関する

相談体制の充実などに取り組みます。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

県の審議会等におけ

る女性委員の登用推

進 

県の審議会等において、役職や年代にとらわれず、多

様な人材の中から女性の登用を促進する取組を進め

ます。 

  全庁・教育庁 

市町村審議会等にお

ける女性比率の調

査・公表 

市町村審議会等の女性委員に関する調査を行い、各

市町村の女性登用率を公表するとともに、女性人材情

報提供や多様な人材が参画できる取組事例の情報提

供など支援を行います。 

  男女共同参画推進課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

農業委員会における

女性委員の登用推進 

関係機関（農業会議、市町村）と連携のもと、農業委員

会に男女共同参画に関する啓発を行い、女性農業委

員の登用を促進します。 

  水田農業振興課 

農業協同組合におけ

る女性役員の登用推

進 

指導機関（ＪＡ福岡中央会）と連携のもと、農業協同組

合における女性役員の登用を促進します。 
  団体指導課 

漁業協同組合におけ

る女性役員の登用推

進 

漁協系統組織（県漁連、福岡有明海漁連等）と連携の

もと漁業協同組合における女性役員の登用を促進し

ます。 

  水産局漁業管理課 

スポーツ団体におけ

る女性役員等の登用

促進 

女性の視点に立ったスポーツ活動の推進を図るため、

本県スポーツ推進計画策定の際のスポーツ推進審議

会における女性委員の積極的登用など女性役員等の

登用推進を図ります。 

  
スポーツ局スポーツ

企画課 

女性の役員登用推進

（福岡 BOARD 倶楽

部）  

女性の経営層参画を推進するため、企業から推薦さ

れた次世代女性リーダーと地場企業の経営層が交

流・研鑽し、次世代女性リーダーの人脈形成及び企

業経営層の意識改革を図るフォーラムを開催しま

す。 

1-(1)② 女性活躍推進課 

地域のリーダーを目

指す女性応援 

政治分野などの政策決定の場への女性の参画を進め

るため、地域のリーダーとなる女性を育成します。 
1-(3)② 男女共同参画推進課 



第
２
部

　
施
策
の
方
向

第
２
部

　
施
策
の
方
向

53 

 

柱２ 誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現 

 

 

＜現状・課題＞ 

○ ＤＶや性暴力、セクシュアルハラスメントは、個人の尊厳を深く侵害し、

その後の人生に深刻な影響を及ぼす許されざる行為です。これらは犯罪とな

る行為をも含む重大な人権問題であり、また、被害者の自己肯定感や自尊感

情を失わせるなど心への影響も大きく、貧困や様々な困難につながることも

あることから、暴力を容認しないという意識の徹底と被害の防止、被害者の

安全確保が必要です。 

 

○ ＤＶの被害経験があった人の割合は、女性は約４人にひとり、男性は約６

人にひとりという実態に加え、警察や配偶者暴力相談支援センターへの年間

相談等件数が 4,000 件を超えるなど、依然として暴力の根絶には至っていま

せん。また、ＤＶは主に家庭内や親密な関係の中で行われるため、外部から

発見しにくく、被害者が相談をためらい、被害が深刻化する傾向があります。 

 

○ ＤＶ相談窓口の存在を「知らない」と回答した人が約 47％に上り、早期支

援に向け、周知が必要です。 

 

○ ＤＶには身体的なものに留まらず、精神的なものや性的なものも含まれる

人権侵害であることの認識が広がりつつあります。 

 

○ 福岡県の性犯罪（不同意性交等、不同意わいせつ）の人口 10 万人当たり

の認知件数は、令和７（2025）年は 437 件で、全国順位が 17 位と依然とし

て高い水準にあり、性犯罪の被害者の約８割が 10歳代及び 20歳代となって

います。 

 

○ デジタル化の進展やＳＮＳ等の普及に伴い、これらを介在した新たな形の

性暴力やハラスメントが顕在化しており、その対策が求められています。 

 

○ ＤＶ及び性暴力を根絶し、被害者も加害者も出さない社会、暴力を許さず

被害者に寄り添う心を共有する社会をつくるためには、発達の段階に応じた

総合的な教育・啓発を行っていくことが重要です。 

 

○ 働く場における様々な場面でのハラスメントが社会問題となっています。 
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男女雇用機会均等法改正などの法整備により対策は強化されていますが、労

働者の能力発揮や継続就業できる環境を確保するため、現場での意識啓発が

必要です。 

 

○ 女性相談支援センターには、困難な問題を抱える女性から多岐にわたって

様々な相談が寄せられています。多様化・複合化・複雑化する相談に対応す

るため、相談員の資質向上をはじめ、専門機関や民間支援団体との協働・連

携した相談・支援体制の充実が求められています。 

 

○ 困難を抱える女性は、過去の生活経験等により自ら助けを求めにくい傾向

があるため、孤立化・潜在化する可能性が高い状況にあります。そのような

自発的に相談しない人の支援につなげられるよう、相談窓口の周知に加え、

アウトリーチによる積極的な働きかけが必要です。 

 

○ 一時保護所や女性自立支援施設など退所後、地域で生活を始める際、精神

面で大きな不安を抱えている人もいること等から、自立に向けた生活が定着

できるよう、フォローアップ支援が求められています。 

 

○ 一時保護においては、支援対象者の状況は多様であり、居場所等の秘匿性

が低い場合など、本人の状況に応じて通信機器の制限などで柔軟に対応でき

るような一時保護や民間シェルター等の環境の確保が求められています。 

 

○ 法では、市町村が支援の主体として位置づけられていますが、市町村の努

力義務とされている基本計画の策定、支援調整会議や女性相談支援員の設置

を進めるため、市町村への情報提供や助言等の支援を行うことが必要です。 

 

○ ひとり親家庭のうち、約９割は母子世帯となっています。また、母子世帯

では非正規雇用による就業が４割を超えており、その平均年間税込収入は

200 万円台にとどまるなど厳しい生活を余儀なくされています。また、養育

費を受給している母子家庭は、３分の１に満たず、養育費の確保に向けた取

組が重要です。 

 

○ 高齢者差別、障がいのある人への差別、国籍による差別、部落差別等がな

く、加えて、女性であることで複合的に困難な状況に置かれないよう、生活・

就業支援、人権擁護の取組が重要です。また、性的指向及び性自認の多様性

に関する理解を深めるための取組が必要です。 
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○ 女性の心身の状態は年代によって大きく変化する特性があり、女性特有の

病気である月経障害等は 20代から 40代前半、乳がん等は 40代及び 50代な

どの働く世代で多くなっています。また、「リプロダクティブヘルス／ライ

ツ（性と生殖に関する健康と権利）」の視点も踏まえ、ライフサイクルに応じ

た健康支援が求められます。 

 

○ 近年、災害が頻発化、激甚化しており、防災・減災対応、避難所運営等の

被災者支援、災害からの復興等の場面で、女性と男性のニーズの違いにも配

慮した多角的な視点での対応が求められています。 

 

＜施策の方向＞ 

（１）ジェンダーに基づく暴力の根絶 

 ① ＤＶ相談体制の充実と関係団体との連携 

○ 深刻な被害を防ぐため、保健所、医療関係者、民生委員・児童委員、保育

所・学校関係者などＤＶを発見する可能性が高い関係者に対し、関連する情

報を提供するとともに、相互に連携して対応します。 

○ 被害者からの早期の相談を促すために、配偶者暴力相談支援センター等の

相談窓口の電話番号を記載したカード等を関係機関等に配布するほか相談

窓口を広く周知します。また、男性被害者専用の相談を実施するなど、誰も

が相談しやすい環境整備を進め、被害の早期発見と適切な支援につなげます。 

○ 外国人の生活習慣や文化、障がいのある人、高齢者の心身の状況等に十分

配慮しながら、本人の意向を尊重し、適切な支援や情報提供に努めます。ま

た、性的少数者に対する理解を進めるため、職務関係者への研修内容を充実

させます。 

 

 

  

 

 

 

  

※本計画におけるＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者(事実婚を含む)や配偶者で
あった者、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力に加え、生活の本拠を共にしない交際相
手からの暴力をいいます。 

※「暴力」とは、 
 ・身体的なもの（殴る、蹴る など） 
 ・精神的なもの（大声でどなる、無視する、行動を制限、監視・束縛 など） 
 ・経済的なもの（生活費を渡さない、借金をさせる など） 
 ・性的なもの（性行為の強要、避妊に協力しない など） 
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【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

配偶者暴力相談支援

センターの充実 

・女性相談支援センターについては、県の中核的配

偶者暴力相談支援センターとして、種々の事例を通

したノウハウを蓄積し、地域の相談窓口では対応が

困難な事例に対する助言などの専門的支援や、広域

対応を含めた総合調整機能の強化を図ります。 

・配偶者暴力相談支援センターは、身近な相談窓口

として被害者が相談しやすい環境を整備し、初期段

階での対処を可能にすることで、重大な事態に陥る

ことを防止するとともに個々のケースに応じた効果

的な支援を進めます。 

2-(2)① 男女共同参画推進課 

関係機関との連携に

よる被害の早期発見 

医療・保育や学校関係者、民生委員など被害者を発

見しやすい立場にある関係者へ、ＤＶの早期発見、

通報の必要性などについて理解を深め、相互に連携

して対応します。 

2-(2)① 男女共同参画推進課 

児童虐待、障がい者虐待、高齢者虐待等家庭内の問

題に関わる各機関・団体の職員がそれぞれの暴力に

関する理解を深め、必要な情報を共有し、連携して

対応します。 

2-(2)① 男女共同参画推進課 

市町村の体制強化の

促進 

・被害者情報の保護の徹底を図るとともに、市町村

が実施する保健福祉や教育施策、住宅確保支援策の

利用等が円滑にできるよう働きかけます。 

・市町村に対し、女性相談支援員の配置が進むよう、

関連する情報の積極的な提供や助言などを行いま

す。 

2-(2)③ 男女共同参画推進課 

相談窓口の周知 

・相談窓口の電話番号を記載したカードやインター

ネットなど、様々な媒体を効果的に活用するほか、

ＤＶ被害に関する制度や相談窓口等を周知します。 

・身体的暴力、精神的暴力、性的暴力などＤＶに該

当する行為について広く啓発を行うことにより、Ｄ

Ｖに関する県民の理解を深め、ＤＶが潜在化しない

ように努めます。 

・11月の「女性に対する暴力をなくす運動」に合わ

せて、相談窓口の広報活動を行います。 

2-(2)④ 男女共同参画推進課 

男性ＤＶ被害者への

対応 

男性被害者に適切に対応するため、男性を対象とし

た専用の相談を実施します。 
  男女共同参画推進課 

外国人、障がいのあ

る人、高齢者、性的

少数者への対応 

外国語によるリーフレットを相談窓口に設置し、Ｄ

Ｖに関する正しい知識、制度、相談窓口などの適切

な情報の提供を行うほか、被害を受けた外国人から

の相談の際には、ＤＶに関する専門の知識を有する

民間団体の通訳を活用し、被害者の状況に応じた支

援を行います。 

2-(2)① 
男女共同参画推進課

国際局国際政策課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

外国人、障がいのあ

る人、高齢者、性的

少数者への対応 

相談の内容等から、障がいのある人や高齢者の虐待

に当たると思われる場合には、配偶者暴力相談支援

センターから市町村へ通報を行うなど、関係法令に

基づいた対応を行います。 

 

男女共同参画推進課 

高齢者地域包括ケア

推進課 

障がい福祉課 

性的少数者の被害者に適切に対応するため、性的少

数者を対象とした専用の相談を実施します。 
  男女共同参画推進課 

支援調整会議の開催 

・行政、支援機関等で構成する支援調整会議におい

て、県全体の課題や総合的な支援策を協議するとと

もに、地域の課題を把握し、新たな施策の提言等に

結びつけるなど、地域ブロック会議等と有機的に連

携し、機能を強化します。 

・具体的な支援事例の検討や情報交換を通して、相

談員間の連携強化及び資質の向上に努めます。 

2-(2)③ 男女共同参画推進課 

職務関係者の相談・

援助技術の向上 

・職務関係者の経験年数等に応じた体系的・継続的

な研修を行い、専門的な知識や技術の向上を図りま

す。 

・職務関係者が正確な知識や情報を持ち、適切な対

応を行うための手引書であるマニュアルを充実させ

ます。 

・外部の専門家等を交えたスーパービジョン研修等

により、職務関係者の相談・援助技術の向上を図る

とともに、心理的なケアを行います。 

・国籍や障がい等を問わず、被害者の人権に配慮し、

本人の意向をふまえた支援を行うため、また、性の

多様性や性的少数者が抱える困難への理解を進める

ため、職務関係者の研修を充実します。 

2-(2)① 

男女共同参画推進課 

警察本部被害者支

援・相談課 

警察本部人身安全対

策課 

・相談窓口等における二次的被害の防止や諸手続が

もたらす被害者への負担の軽減、被害者の安全確保

のため、ＤＶの特質や被害者の人権の尊重、情報管

理の徹底に関する研修を行います。 

・警察においては、職員がＤＶ事案に適切に対応で

きるよう、研修等の積極的な取組を継続します。 

2-(2)① 

男女共同参画推進課 

警察本部人身安全対

策課 

民間団体への支援 

・きめ細かで実践的な取組により被害者の自立を支

援しようとする民間団体の取組を支援します。 

・被害者の支援活動を行う団体等を対象に、現状や

課題、関連制度等を学ぶ講座の開催や情報提供を行

うとともに、相互のネットワーク化を図ります。 

  男女共同参画推進課 

苦情を受けた場合の

適切かつ迅速な体制

確保 

苦情の申し出を受けた場合に県の各部署で迅速に対

応できるよう、体制を確保し、被害者の状況に配慮

し、適切に対応します。   

  男女共同参画推進課 
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② ＤＶ被害者の保護体制の充実と安全確保  

○ 被害者の安全を最優先し、配偶者暴力相談支援センターと警察が緊密に連

携し、被害者の安全確保や、加害者が被害者に接近することを禁止する保護

命令制度に関する手続きを支援するなど、被害者の状況に応じた適切な対応

を行います。 

○ 男性被害者や性的少数者の保護の必要が生じた場合は、適切な受け入れ先

を確保します。 

○ 被害者の意思を尊重し、長期的・継続的な心理的ケアや生活支援等を行い

ます。 

 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

被害者の安全確保 

配偶者暴力相談支援センターは、暴力や被害者の状

況を把握した上で、被害者が利用することができる

制度等に関する情報提供を行い、緊急の場合は一時

保護を勧めるなど、必要に応じて警察と連携し、被

害者の安全確保を最優先に対応します。 

  

男女共同参画推進課 

警察本部人身安全対

策課 

被害者への身体的暴力が行われていると認めるとき

は、被害者の意思を尊重しながら、加害者に対する

検挙・警告等の措置を講ずるとともに、避難など被

害者の援助を行います。裁判所が保護命令を発した

時は、被害者に対して留意事項を伝達するとともに、

加害者への指導警告等を行います。 

  

男女共同参画推進課 

警察本部人身安全対

策課 

配偶者暴力相談支援センター及び警察は、裁判所が

保護命令を発した旨の通知を受けた場合、緊密に連

携し、速やかに被害者及びその親族等に対して、被

害を防止するための留意事項や緊急時の通報等につ

いて伝達します。 

  

男女共同参画推進課 

警察本部人身安全対

策課 

一時保護体制の充実 

・被害者の安全・安心を重視し、本人の意思を尊重

するとともに、一人ひとりの状況に応じた一時保護、

支援体制の充実を図ります。 

・夜間・休日含め、迅速な一時保護を行うよう、関

係機関と連携します。 

・家族を同伴する場合や介護が必要な障がいのある

人、高齢者など被害者の状況も踏まえ、社会福祉施

設等一時保護委託先の充実を図ります。 

2-(2)② 男女共同参画推進課 

男性被害者、性的少

数者の避難先の確保 

男性被害者や性的少数者の一時保護については、避

難先として受け入れが可能な施設を確保します。 
  男女共同参画推進課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

外国人、障がいのあ

る人、高齢者への対

応 

外国人被害者の一時保護にあたっては、専門の知識

を有する民間団体と連携し、通訳の派遣を行います。 
2-(2)② 男女共同参画推進課 

障がいのある人や高齢者については、配偶者暴力相

談支援センターに加え、被害者の状況に応じた入所

施設への円滑な入所ができるよう市町村と十分連携

していきます。 

 

男女共同参画推進課 

高齢者地域包括ケア

推進課 

障がい福祉課 

被害者の心理的ケア

の充実 

一時保護所に心理療法担当職員を配置し、入所者の

心身の健康の回復を支援します。 
2-(2)② 男女共同参画推進課 

県保健福祉（環境）事務所や児童相談所などの関係

機関、民間シェルター等の民間団体、ＤＶ被害に理

解のある医療機関等と連携し、被害者の意思を尊重

しながら、継続的な心理ケアを行います。 

2-(2)② 男女共同参画推進課 

児童相談所等との連

携 

市町村が設置する要保護児童対策地域協議会に配偶

者暴力相談支援センターも参画する等、ＤＶと児童

虐待の対応について、市町村、児童相談所との連携

を強化し、被害者及び被害児童の支援を充実します。 

  
男女共同参画推進課 

こども福祉課 

同伴するこどもの心

理的ケアの充実 

被害者の同伴するこどもが、心理的外傷や、暴力を

受けている例が見られることから、児童相談所等と

連携し、こどもの心理的ケアについて適切に対応し

ます。 

2-(2)② 
男女共同参画推進課 

こども福祉課 

一時保護所に保育士を配置し、保育機能を充実しま

す。 
2-(2)② 男女共同参画推進課 

 

  ③ ＤＶ被害者の自立支援と加害者に対する再発防止 

○ 経済的理由により住宅確保が難しくなることがないよう、被害者の状況に

応じ、公営住宅や民間住宅への入居を支援します。 

○ 被害者の自立に向け、各種制度や支援内容について、県の関係部署や、各

種手続きの窓口となる福祉事務所、市町村、民間団体等の関係機関と連携し、

被害者にわかりやすく情報提供を行い、その活用を支援します。 

○ 被害者の安全・安心の確保につながる支援策として、ＤＶ加害者に自らの

暴力を自覚させ、行動変容を促す働きかけを行います。 
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【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

住宅の確保支援 

被害者が安心して暮らすことができる生活基盤の確

保のため、住宅確保の支援として、県営住宅の抽選

方式募集における倍率優遇措置等を行うとともに、

地域優良賃貸住宅において被害者世帯も入居対象と

します。 

2-(2)② 
住宅計画課 

県営住宅課 

・ＤＶ被害者を含む住宅確保要配慮者の円滑な住ま

いの確保を支援するため、「住宅確保要配慮者に対す

る賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づく居

住支援法人の指定、セーフティネット住宅の登録、

日常生活を営むための援助を行う居住サポート住宅

の計画認定や情報提供を行います。 

・市町村の居住支援体制整備や県内の居住支援法人

の活動を支援するため福岡県居住支援協議会を開催

します。 

2-(2)② 
住宅計画課 

保護・援護課 

就業の支援 

・ママと女性の就業支援センターにおいて、子育て

中の女性、非正規・求職中の女性を対象に就職相談、

就職支援情報や保育情報の提供、就職サポートセミ

ナーの開催や求人開拓、就職斡旋まで一貫した支援

を行います。 

・働きたい女性の就業支援に加え、働く女性のキャ

リア支援にも取り組み、働きたい・働く女性をワン

ストップで支援します。 

1-(1)① 

2-(2)② 
女性活躍推進課 

ひとり親サポートセンターにおいて、ママと女性の

就業支援センターや公共職業安定所などと連携し、

就業に関する相談から自立支援プログラムの策定、

就業支援講習会の開催、求人情報の提供まで一貫し

た就業支援を実施します。 

2-(2)② こども未来課 

公共職業安定所等と連携し、県高等技術専門校の施

設内訓練や委託訓練による受講機会の確保を図ると

ともに、就職につながる効果的なコース内容としま

す。 

2-(2)② 
労働政策局職業能力

開発課 

女性自立支援施設で

の支援 

被害を受けた女性の自立を支援するための施設にお

いて、プライバシー保護に配慮しながら、心身のケ

ア、生活支援や就労支援など継続的な自立支援を行

います。 

2-(2)② 男女共同参画推進課 

福祉制度の情報提供 

ひとり親家庭自立支援給付金、母子父子寡婦福祉資

金貸付制度、児童扶養手当、生活困窮者自立支援制

度、生活保護など利用可能な福祉の制度について情

報提供し、その活用を支援します。 

2-(2)② 

男女共同参画推進課 

こども未来課 

保護・援護課 

配偶者からの暴力で父（母）が裁判所からの保護命

令を受けた児童に児童扶養手当が支払われることな

ど、支給要件について周知を図ります。 

 こども未来課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

福祉制度の情報提供 

生活保護の実施に際しては、関係機関から被害者（申

請者）の生活状況や扶養関係の情報を得るなど、被

害者に負担をかけず、被害者の居所が加害者に知ら

れないよう十分配慮します。 

  保護・援護課 

民間団体等との連携 

一時保護後なども地域において見守りが必要な被害

者に対し、民間団体等と連携し、地域で自立し定着

するための支援を実施します。 

2-(2)② 男女共同参画推進課 

適正な情報の管理 

・市町村における住民基本台帳及び国民健康保険等

の窓口担当課に対し、閲覧制限などの適正な措置に

ついて継続的に周知します。 

・市町村の窓口職員に対する研修内容を充実させ、

情報の取り扱いについての周知と理解を徹底しま

す。 

2-(2)② 

男女共同参画推進課 

市町村行財政支援課 

医療保険課 

学校等においては、幼児・児童・生徒の心のケアの

実施や安全の確保及び個人情報の保護について教職

員の理解と周知を進め、情報管理を徹底します。 

2-(2)② 

教育庁高校教育課 

教育庁義務教育課 

教育庁特別支援教育

課 

法律手続きに関する

情報提供 

保護命令制度等について被害者に対する十分な情報

提供及び必要に応じた裁判所への同行支援等を行い

ます。 

  男女共同参画推進課 

離婚やこどもの親権、養育費、借金問題等、被害者

の法的問題について、法律相談に同行するほか、被

害者が法律相談の費用を準備できない場合は、日本

司法支援センター（法テラス）等が実施する相談支

援制度を紹介します。 

2-(2)② 男女共同参画推進課 

加害者への対応  

被害者の安全・安心の確保につながる支援策として、

加害者プログラム等二度と暴力行為を繰り返さない

ための取組を推進します。 

  男女共同参画推進課 

警察は、ＤＶ加害者に対して、保護命令の趣旨及び

保護命令違反が罪に当たることを認識させ、保護命

令が確実に遵守されるよう指導警告等を行います。 

  
警察本部人身安全対

策課 

 

④ 性暴力等の根絶及び被害者支援 

○ 性暴力被害者が安心して相談でき、必要な支援を迅速に受けることができ

るよう被害者支援の充実及び加害者の再犯防止対策に取り組みます。 

○ ストーカー事案に対し、被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処を徹

底するとともに、被害の防止に関する広報啓発を推進します。 
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○ 児童買春、児童ポルノ等こどもの心身に有害な影響を与え、こどもの福祉

を害する犯罪の被害防止に向けた各種広報啓発及び取締りを推進します。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

性暴力被害者支援セ

ンター・ふくおかの

運営 

・性暴力被害者が安心して相談でき、医療面のケア

を含め必要な支援を迅速に受けることができるよ

う、「性暴力被害者支援センター・ふくおか」を運営

します。 

・センターでは、相談員が電話での相談に応じ、さ

らに、面接相談や、産婦人科医療をはじめとする医

療面のケア、警察等への付添い、被害回復に必要な

医療費等に対する公費支出など、被害直後から総合

的な支援を行います。 

・心理専門職を配置し、こどもの性被害に的確に対

応します。 

  生活安全課 

性暴力加害者の社会

復帰支援 

性暴力加害者の再犯防止及び社会復帰のため、再犯

防止専門プログラムの実施や生活の自立を支援しま

す。 

  生活安全課 

性暴力対策に関する

「協議・検討の場」

の設置 

福岡県性暴力根絶条例の的確な運用を図るため、関

係機関との連携を強化します。 
 生活安全課 

性犯罪への適切な対

応及び被害者への支

援 

・加害者に対する的確な刑罰法令の適用を行いま

す。被害者が安心して被害の届出ができる環境を整

備します。 

・被害者の精神的負担の防止・軽減を図るため、被

害者の事情聴取等に従事する性犯罪捜査官を指定し

ます。 

  警察本部捜査第一課 

警察官に対する研修

の実施 

性犯罪事件捜査等に携わる警察官を警察学校に入校

させ、精神科医、検察官や本部専務員を招聘し、被

害者の精神状態やそれに伴う被害者対応要領、証拠

採取要領等の講義を受講させます。 

  警察本部捜査第一課 

ストーカー事案対策

の推進 

・ストーカー行為等の規制等に関する法律その他各

種令を適用し、的確に加害者の検挙や行政命令等の

措置を講じるとともに、自治体等の関係機関や支援

団体と連携した避難措置等により被害者やその親族

等の安全確保を図ります。 

・地域精神科医療機関等と連携し、精神科医の診察

や精神保健福祉士との面談による加害者の更生に向

けた取組を推進するなど、被害の未然防止と拡大防

止に努めます。 

  
警察本部人身安全対

策課 

売春事犯等の取締り

の強化 

・売春事犯、人身取引事犯等に対しては、厳正に対

処します。 

・関係業種に対する行政処分及び行政指導の徹底を

図ります。 

  警察本部生活保安課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

こどもの福祉を害す

る犯罪からの被害防

止対策の推進 

児童買春、児童ポルノなどこどもの心身に有害な影

響を与え、こどもの福祉を害する犯罪の被害防止に

向けた各種広報啓発及び取締りを推進します。 

  警察本部少年課 

アダルトビデオ出演

被害問題への適切な

対応 

・違法行為に対しては、法と証拠に基づき厳正な取

締りを行います。 

・若年女性を対象とした教育や広報啓発・情報発信

活動等を通じて、被害防止対策を行います。  

  警察本部生活保安課 

性犯罪被害相談電話

「♯8103」の周知 

・性犯罪被害者の立場に立った相談対応を行い、関

係機関と連携し、きめ細かな支援を行います。 

・効果的な広報を行い、県民への周知に努めます。 

 
警察本部被害者支

援・相談課 

インターネットを利

用した性暴力等への

対応 

教員研修等によって教員の情報モラル指導力の向上

を図るとともに、児童生徒への情報モラルの啓発を

行います。   

教育庁義務教育課 

スマートフォン等の情報端末は利便性と危険性を併

せ持つことを周知し、学校と家庭が連携し、使用の

際に守るべきルールやマナーについての指導の充実

を図ります。   

教育庁高校教育課 

ＳＮＳに起因するこ

どもの犯罪被害防止

活動 

サイバーパトロールにより、こどもの性被害につな

がるおそれのあるＳＮＳ上の不適切な書き込みを発

見し、注意を促すメッセージを送信することで、犯

罪被害の防止を図ります。   

警察本部少年課 

 

⑤ セクシュアルハラスメントの防止 

○ 男女雇用機会均等法や女性活躍推進法など労働関連法制度の周知を図る

とともに、セクシュアルハラスメントなど労働者の能力発揮を阻害する職場

におけるハラスメント等の相談に応えるほか、ハラスメント防止対策を促進

します。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

労働相談の実施 

労使関係、労働条件、労働福祉等に関する問題の解

決のため事業主や労働者を対象とした情報提供や労

働相談等を行います。 

1-(1)① 
人材活躍・労働総務

課 

総合相談・専門相談

の実施 

・生き方や離婚・家族関係などすべての人が抱える

広範囲な悩みに関する総合相談（電話・メール・面

接）を実施します。 

・総合相談のうち、専門家の助言が必要な場合には

専門相談（法律相談、こころの健康相談）を実施し

ます。 

1-(1)① 

2-(2)⑤ 
男女共同参画推進課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

職員に対するハラス

メント防止対策 

ハラスメント防止に係る管理監督者を対象とした研

修を職員研修所で実施するほか、所属研修を実施す

る際の活用資料の情報提供、職員への相談体制の整

備・周知を図ります。 

 
人事課 

（内部統制室） 

ハラスメントについて、職員研修所における研修受

講の促進や所属研修を実施する際の活用資料等の情

報提供、職員への相談体制の整備・周知を図ります。 

 教育庁総務課 

ハラスメントに関し、メールマガジン等による情報

提供、職員への相談体制の整備・周知を図ります。 
 教育庁教職員課 

良好な職場環境を確保するため、各種教養を通じて

ハラスメントに関する職員の意識改革を行うなど、

ハラスメント防止対策を推進します。 

 警察本部警務課 

在宅医療及び介護現

場における利用者等

からの暴力・ハラス

メント対策 

在宅の医療・介護従事者の安全確保に係る取組を実

施し、利用者への在宅医療・介護サービスの継続的

で円滑な提供体制を構築します。 

  

高齢者地域包括ケア

推進課 

（介護人材確保対策

室） 

 

⑥ あらゆる暴力根絶のための教育・啓発の推進 

○ ＤＶ、性暴力、ハラスメントなどあらゆる暴力の根絶に向けた教育、研修、  

広報啓発を推進します。 

○ 学校、関係機関や民間団体等との連携を図りながら、若年層に対し、様々

な機会を活用して、加害者と被害者を生まないための総合的な教育・啓発を

推進します。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

人権を尊重する県民

意識の醸成 

・県民、行政職員・社会教育関係団体指導者・教職

員等を対象に各種研修会の開催や、啓発活動に必要

な関連情報の収集・提供を行い、男女共同参画の推

進及び暴力を許さない視点を含めた人権啓発を行い

ます。 

・性暴力根絶に向けた対応指針及び性暴力根絶条例

に基づく各施策を周知します。 

・市町村に対し広報・啓発の取組の実施について働

きかけを行います。 

2-(2)④ 

男女共同参画推進課 

生活安全課 

人権・同和対策局調

整課 

教育庁人権・同和教

育課 

人間形成の基礎を育む上で重要な役割を果たす家庭

教育に関する学習機会や情報の提供を行うととも

に、子育てのあり方に関する資料や冊子の作成など

を通して、家庭教育の支援に努めます。 

2-(2)④ 

教育庁人権・同和教

育課 

教育庁社会教育課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

人権を尊重する県民

意識の醸成 

公民館等の社会教育施設を中心として、地域の実情

に応じて人権や男女共同参画に関する多様な学習機

会の充実を図るとともに、学校教育と社会教育との

連携協力体制の構築を図り、人権を尊重する社会づ

くりが推進されるよう支援します。 

2-(2)④ 

教育庁社会教育課 

教育庁人権・同和教

育課 

面前ＤＶに関する幅

広い啓発の促進 

こどもに関わる様々な立場の関係者に対し研修等を

通じて、ＤＶに関する正しい理解を促進します。ま

た、面前ＤＶがこどもに及ぼす影響について広く啓

発を行います。 

  
男女共同参画推進課 

こども福祉課  

若年層に対する教育

・啓発の推進 

・学校においては、命の大切さや自他を尊重する心

や態度の育成について、人権教育、男女共同参画教

育活動を推進するとともに、家庭や地域と連携した

取組の充実を図ります。また、児童・生徒の発達段

階に応じて、ＤＶに関する正しい理解を進め、暴力

を許さない意識を醸成する教育に取り組みます。 

・中学生や高校生、大学生等に対し、様々な機会を

活用してＤＶに関する正しい理解を進めるととも

に、ＤＶ防止に関する講座や、民間団体との連携に

よる啓発事業の実施等を促進します。 

・「性暴力根絶条例」に基づき、小学校、中学校、高

等学校、特別支援学校等において、児童・生徒の発

達段階に応じ、性暴力の根絶等に関する総合的な教

育を実施します。 

・様々な媒体を活用した若年層への効果的な啓発や

相談窓口の周知を図ります。 

2-(2)④ 

男女共同参画推進課

生活安全課 

教育庁高校教育課 

教育庁義務教育課 

教育庁特別支援教育

課 

教育庁人権・同和教

育課 

 

（２）生活上の困難や人権課題に直面した女性等への支援 

① 支援対象者の早期把握と相談体制の充実 

○ 困難な問題を抱える女性専用の相談窓口「福岡県女性サポートホットライ

ン」を設置し、相談受付から支援のための関係機関との調整や同行支援など、

自立に向け一貫した支援を行うほか、市町村の女性相談支援員等へ助言を行

います。 

○ 民間団体と協働し、繁華街等での夜間巡回やＳＮＳアウトリーチを実施す

るほか、安心して自分の気持ちや悩みを話し交流することができる居場所の

提供に取り組み、困難な問題を抱える女性の早期把握、関係機関への同行支

援を実施し、一人ひとりの状況に応じた支援に努めます。 

○ 多様化、複合化、複雑化する困難な問題を抱える女性を支援するため、支

援に従事する職員等の資質向上のための各種研修を行います。 
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【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

女性相談支援センタ

ーの充実 

 

県の中核機関として、種々の事例を通したノウハウ

を蓄積し、地域の相談窓口では対応が困難な事例に

対する助言などの専門的支援や、広域対応を含めた

総合調整機能の強化を図ります。 

2-(1)①  男女共同参画推進課 

「福岡県女性サポートホットライン」を設置し、困

難な問題を抱える女性に対し、専門の相談員が問題

解決に向けた様々なサポートを行うほか、市町村の

女性相談支援員等に対し支援が難しいケースなどに

関する助言を行います。 

 男女共同参画推進課 

市町村等相談窓口と

の連携 

配偶者暴力相談支援センター、妊娠・出産相談支援

窓口、市町村窓口、性暴力被害者支援センター・ふ

くおか、その他広範囲な悩みに関する総合相談窓口

等の既存の相談窓口等と連携し、他窓口での相談支

援を要する場合は丁寧に情報提供を行い、必要に応

じて共同で支援を行います。また、各窓口の周知に

ついて、相互に協力します。 

  

男女共同参画推進課 

生活安全課 

こども福祉課 

関係機関との連携に

よる早期把握 

医療・保育や学校関係者、民生委員など支援対象者

を発見しやすい立場にある関係者へ、早期発見、相

談の必要性などについて理解を深め、相互に連携し

て対応します。 

2-(1)① 男女共同参画推進課 

児童虐待、障がい者虐待、高齢者虐待等家庭内の問

題に関わる各機関・団体の職員がそれぞれ女性支援

に係る理解を深め、必要な情報を共有し、連携して

対応します。 

2-(1)① 男女共同参画推進課 

アウトリーチ、居場

所の提供等による早

期把握 

 

できる限り早期に相談支援を行う相談窓口につなが

り、必要な支援を受けることができるよう、繁華街

やこども食堂等での声かけや、電話・メール・ＳＮ

Ｓ等による相談対応、公的機関への同行支援等を行

うほか、困難を抱える女性が気軽に立ち寄り、安心

して自分の気持ちや悩みを打ち明けることができる

居場所を提供します。 

  男女共同参画推進課 

※ 法は、「困難な問題を抱える女性」を「性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他
様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそ
れのある女性を含む。）」と定義しています。 

  生活困窮、性暴力・性犯罪被害、予期せぬ妊娠、ＤＶや虐待、孤立・孤独など、日常生活や
社会生活を円滑に営む上で、困難な問題を抱える女性であれば、年齢、障がいの有無、国籍等
を問わず、性的少数者を含め、法による支援の対象者となります。 

現に問題を抱えている方のみならず、適切な支援を行わなければ将来的に問題を抱える状況
になる可能性がある方も支援対象者とします。 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

ひとり親家庭からの

相談対応、支援情報

の提供 

ひとり親が自分の生活時間に合わせて気軽に相談で

き必要な支援を受けられるよう、ひとり親サポート

センターにおいて、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）による個別

相談を実施するほか、ホームページのＡＩチャット

ボットにより、ひとり親家庭からの相談に 24 時間

365日対応し適切な支援に案内します。 

  こども未来課 

女性相談支援員兼母子・父子自立支援員を県保健福

祉（環境）事務所に配置し、ひとり親家庭等からの

相談に対し情報提供や助言を行います。 

  こども未来課 

外国人、障がいのあ

る人、高齢者への対

応 

外国語によるリーフレットを相談窓口に設置し、

様々な制度や相談窓口等に関する適切な情報の提供

を行うほか、外国人からの相談の際には、専門の知

識を有する民間団体の通訳を活用し、相談者の状況

に応じた支援を行います。 

2-(1)① 
男女共同参画推進課 

国際局国際政策課 

障がいのある人や高齢者については、障がいのある

人の支援分野や高齢者の支援分野の関係機関と連携

して対応します。 

 

男女共同参画推進課 

高齢者地域包括ケア

推進課 

障がい福祉課 

支援に携わる人材の

育成 

・女性相談支援員等の経験年数等に応じた体系的・

継続的な研修を行い、専門的な知識の習得、正確な

情報の収集及び相談支援技術の向上を図ります。 

・女性相談支援員が正確な知識や情報を持ち、適切

な対応を行うための手引書である相談マニュアルを

充実させます。 

・外部の専門家等を交えたスーパービジョン研修等

により、女性相談支援員等の相談・援助技術の向上

を図るとともに心理的なケアを行います。 

・国籍や障がいの有無等を問わず、支援対象者の人

権に配慮し、本人の意向をふまえた支援を行うため

の研修の充実を図ります。 

・支援対象者に対する二次的被害の防止及び安全・

安心の確保のため、人権の尊重、情報管理の徹底に

関する研修を行います。 

2-(1)① 男女共同参画推進課 

 

② 安全の確保と安定した生活に向けた支援 

○ 一時保護所、一時保護委託先においては、本人の同意の下、支援対象者の

一人ひとりの状況に応じた保護、支援体制の充実に努めます。 

○ ＤＶ加害者等からの追跡のおそれがなく秘匿性が低い場合など、それぞれ

の状況に応じた多様な一時保護先の確保に取り組みます。 
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○ 一時保護後なども、地域で安定した生活が継続できるよう、民間団体等と

連携して定着支援に取り組みます。 

○ 地域で自立して生活できるよう、困難な問題を抱える女性の状況等に応じ

て、生活支援、居住支援を実施するほか、経済的に自立できるよう就労支援

を充実させます。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

一時保護者の状況に

応じた支援 

・追跡リスクのある支援対象者については、安全・

安心を重視し、本人の意思を尊重するとともに、一

時保護者一人ひとりの状況に応じた一時保護、支援

体制の充実を図ります。 

2-(1)②  

男女共同参画推進課 

・追跡のおそれがなく秘匿性が低い場合などの状況

に応じて、生活ルールを緩和した一時保護先を確保

し、支援対象者の生活再建を支援します。 

 

・夜間、休日を含め、迅速な一時保護を行うよう、

関係機関と連携します。 

・家族を同伴する場合や介護が必要な障がいのある

人、高齢者など支援対象者の状況も踏まえ、社会福

祉施設等一時保護委託先の充実を図ります。 

2-(1)② 男女共同参画推進課 

外国人、障がいのあ

る人、高齢者への対

応 

外国人の一時保護にあたっては、女性支援に関する

ノウハウを有する民間団体と連携し、通訳の派遣を

行います。 

2-(1)② 男女共同参画推進課 

障がいのある人や高齢者については、それぞれの一

時保護の状況に応じた施設への入所等の必要なサー

ビスが利用できるよう市町村と十分連携していきま

す。 

 

男女共同参画推進課 

高齢者地域包括ケア

推進課 

障がい福祉課 

心理的ケアの充実 

一時保護所に心理療法担当職員を配置し、一時保護

者の心身の健康の回復を支援します。 
2-(1)② 男女共同参画推進課 

県保健福祉（環境）事務所や児童相談所などの関係

機関、民間シェルター等の民間団体、医療機関等と

連携し、支援対象者の意思を尊重しながら、継続的

な心理ケアを行います。 

2-(1)② 男女共同参画推進課 

同伴するこどもの心

理的ケアの充実 

一時保護者の同伴するこどもが、心理的外傷や、暴

力を受けている例が見られることから、児童相談所

等と連携し、こどもの心理的ケアについて適切に対

応します。 

2-(1)② 
男女共同参画推進課 

こども福祉課 

一時保護所に保育士を配置し、保育機能を充実しま

す。 
2-(1)② 男女共同参画推進課 

住宅の確保支援 

 

支援対象者が安心して暮らすことができる生活基盤

の確保のため、住宅確保の支援として、県営住宅の

抽選方式募集における倍率優遇措置等を行うととも

に、入居資格のある支援対象者に対して地域優良賃

貸住宅の情報を提供します。 

2-(1)③ 
住宅計画課 

県営住宅課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

住宅の確保支援 

・住宅確保要配慮者の円滑な住まいの確保を支援す

るため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給

の促進に関する法律」に基づく居住支援法人の指定、

セーフティネット住宅の登録、日常生活を営むため

の援助を行う居住サポート住宅の計画認定や情報提

供を行います。 

・市町村の居住支援体制整備や県内の居住支援法人

の活動を支援するため福岡県居住支援協議会を開催

します。 

2-(1)③ 
住宅計画課 

保護・援護課 

支援対象者がサポートを受けながら、安全かつ安心

できる環境下で生活できるよう、シェアハウスやス

テップハウス等居住スペースを提供する民間団体と

連携し、情報提供を行います。 

  男女共同参画推進課 

就業の支援 

・ママと女性の就業支援センターにおいて、子育て

中の女性、非正規・求職中の女性を対象に就職相談、

就職支援情報や保育情報の提供、就職サポートセミ

ナーの開催や求人開拓、就職斡旋まで一貫した支援

を行います。 

・働きたい女性の就業支援に加え、働く女性のキャ

リア支援にも取り組み、働きたい・働く女性をワン

ストップで支援します。 

1-(1)① 

2-(1)③ 
女性活躍推進課 

ひとり親サポートセンターにおいて、ママと女性の

就業支援センターや公共職業安定所などと連携し、

就業に関する相談から自立支援プログラムの策定、

就業支援講習会の開催、求人情報の提供まで一貫し

た就業支援を実施します。 

2-(1)③ こども未来課 

公共職業安定所等と連携し、県高等技術専門校の施

設内訓練や委託訓練による受講機会の確保を図ると

ともに、就職につながる効果的なコース内容としま

す。 

2-(1)③ 
労働政策局職業能力

開発課 

ひとり親家庭への支

援 

・養育費について、弁護士による無料法律相談や、

電話による弁護士相談「養育費ひとり親 110番」等

を実施します。 

・ひとり親の養育費に関する公正証書等作成や強制

執行の申立てに係る費用、養育費保証契約を保証会

社と締結する際の本人負担費用を補助します。 

  こども未来課 

ひとり親家庭の親及び寡婦が疾病等のため一時的に

家事援助、保育等のサービスが必要な場合等に、家

庭生活支援員を派遣します。 

  こども未来課 

ひとり親家庭のこどもを対象に大学生等のボランテ

ィアを派遣し、こどもの学習支援を行うとともに進

学相談等に応じます。 

  

 

こども未来課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

女性自立支援施設で

の支援 

困難な状況を抱える女性の自立を支援するための施

設において、プライバシー保護に配慮しながら、心

身のケア、生活支援や就労支援など継続的な自立支

援を行います。 

2-(1)③ 男女共同参画推進課 

福祉制度の情報提供 

ひとり親家庭自立支援給付金、母子父子寡婦福祉資

金貸付制度、児童扶養手当、生活困窮者自立支援制

度、生活保護など利用可能な福祉の制度について情

報提供し、その活用を支援します。 

2-(1)③ 

男女共同参画推進課 

こども未来課 

保護・援護課 

民間団体等との連携 

・一時保護後なども地域において見守りが必要な支

援対象者に対し、民間団体等と連携し、地域で自立

し定着するための支援を実施します。 

・地域全体で包括的な支援が行えるよう、連携する

関係機関の拡充を図ります。 

2-(1)③ 男女共同参画推進課 

適正な情報の管理  

・市町村における住民基本台帳及び国民健康保険等

の窓口担当課に対し、閲覧制限などの適正な措置に

ついて継続的に周知します。 

・市町村の窓口職員に対する研修内容を充実させ、

情報の取り扱いについての周知と理解を徹底しま

す。 

2-(1)③ 

男女共同参画推進課 

市町村行財政支援課 

医療保険課 

学校等においては、幼児・児童・生徒の心のケアの

実施や安全の確保及び個人情報の保護について教職

員の理解と周知を進め、情報管理を徹底します。 

2-(1)③ 

教育庁高校教育課 

教育庁義務教育課 

教育庁特別支援教育

課 

法律相談に関する情

報提供 

・離婚やこどもの親権、養育費、借金問題等、支援

対象者の法的問題について、法律相談に同行するほ

か、支援対象者が法律相談の費用を準備できない場

合は、日本司法支援センター（法テラス）等が実施

する相談支援制度を紹介します。 

2-(1)③ 男女共同参画推進課 

 

③ 多様な主体との協働促進と支援体制の充実 

○ 女性支援に取り組む民間団体と情報や支援ノウハウの共有等を行うネッ

トワーク構築を図ります。 

○ 市町村における困難を抱える女性への支援の充実のため、基本計画の策定、

支援調整会議の設置及び女性相談支援員の配置に向けた支援を行います。 

○ 県内の関係機関等により構成する支援調整会議を設置し、困難を抱える女

性への支援に関する情報共有を行うとともに、連携強化を図ります。 
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【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

支援活動を行う民間

団体等とのネットワ

ーク構築 

・豊富な知見や経験を有する民間団体それぞれが強

みを活かして連携できるよう、ネットワークを構築

します。 

・困難を抱える女性への支援活動を行う団体等を対

象に、現状や課題、関連制度等を学ぶ講座の開催や

情報提供を行います。 

・民間団体が持つ豊富なノウハウを活かして、支援

に携わる人材の養成等において、民間団体との協働

を推進します。 

  男女共同参画推進課 

市町村の体制強化の

促進 

・支援対象者の個人情報保護の徹底を図るととも

に、市町村が実施する保健福祉や教育施策、住宅確

保支援策の利用等が円滑にできるよう働きかけま

す。 

・市町村に対し、基本計画の策定、支援調整会議の

設置、女性相談支援員の配置について、関連する情

報の積極的な提供や助言などを行います。 

2-(1)①  男女共同参画推進課 

支援調整会議の開催 

・行政、支援機関等で構成する支援調整会議におい

て、県全体の課題や総合的な支援策を協議するとと

もに、地域の課題を把握し、新たな施策の提言等に

結びつけるなど、地域ブロック会議等と有機的に連

携し、機能を強化します。 

・具体的な支援事例の検討や情報交換を通して、相

談員間の連携強化及び資質の向上に努めます。 

2-(1)①  男女共同参画推進課 

 

④ 人権を尊重する教育・啓発の推進と相談窓口等の周知  

○ 互いの人権を尊重する県民意識を醸成するため、学校、市町村等との連携

を図りながら、学習機会の確保などに努めます。 

○ 様々な機会を活用し、広く県民に対して、ジェンダーに基づく暴力の根絶

に向けた教育、研修や啓発を行います。 

○ 女性が困難な問題を抱えた場合に相談できる窓口や活用できる支援制度

について、積極的な周知を図ります。 
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【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

人権を尊重する県民

意識の醸成 

・県民、行政職員・社会教育関係団体指導者・教職

員等を対象に各種研修会の開催や、啓発活動に必要

な関連情報の収集・提供を行い、男女共同参画の推

進及び暴力を許さない視点を含めた人権啓発を行

います。 

・性暴力根絶に向けた対応指針及び性暴力根絶条例

に基づく各施策を周知します。 

・市町村に対し広報・啓発の取組の実施について働

きかけを行います。 

2-(1)⑥ 

男女共同参画推進課 

生活安全課 

人権・同和対策局調

整課 

教育庁人権・同和教

育課 

人間形成の基礎を育む上で重要な役割を果たす家

庭教育に関する学習機会や情報の提供を行うとと

もに、子育てのあり方に関する資料や冊子の作成な

どを通して、家庭教育の支援に努めます。 

2-(1)⑥ 

教育庁人権・同和教

育課 

教育庁社会教育課 

公民館等の社会教育施設を中心として、地域の実情

に応じて人権や男女共同参画に関する多様な学習

機会の充実を図るとともに、学校教育と社会教育と

の連携協力体制の構築を図り、人権を尊重する社会

づくりが推進されるよう支援します。 

2-(1)⑥ 

教育庁社会教育課 

教育庁人権・同和教

育課 

若年層に対する教育

・啓発の推進 

・学校においては、命の大切さや自他を尊重する心

や態度の育成について、人権教育、男女共同参画教

育活動を推進するとともに、家庭や地域と連携した

取組の充実を図ります。また、児童・生徒の発達段

階に応じて、ＤＶに関する正しい理解を進め、暴力

を許さない意識を醸成する教育に取り組みます。 

・中学生や高校生、大学生等に対し、様々な機会を

活用してＤＶに関する正しい理解を進めるととも

に、ＤＶ防止に関する講座や、民間団体との連携に

よる啓発事業の実施等を促進します。 

・「性暴力根絶条例」に基づき、小学校、中学校、高

等学校、特別支援学校等において、児童・生徒の発

達段階に応じ、性暴力の根絶等に関する総合的な教

育を実施します。 

・様々な媒体を活用した若年層への効果的な啓発や

相談窓口の周知を図ります。 

2-(1)⑥ 

男女共同参画推進課

生活安全課 

教育庁高校教育課 

教育庁義務教育課 

教育庁特別支援教育

課 

教育庁人権・同和教

育課 

相談窓口及び支援制

度等の周知 

・相談窓口の電話番号を記載したカードやインター

ネットなど、様々な媒体を効果的に活用するほか、

女性支援に係る制度や相談窓口等を周知します。 

・11月の「女性に対する暴力をなくす運動」に合わ

せて、相談窓口の広報活動を行います。 

2-(1)① 男女共同参画推進課 

男女共同参画表彰の

実施 

男女共同参画表彰の「困難な状況にある女性の自立

支援部門」において、著しく功績があり他の模範と

なる取組を行っている県内の個人、団体等を表彰し

ます。 

 男女共同参画推進課 
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⑤ 高齢者差別、障がいのある人への差別、国籍による差別、部落差別、性的少

数者への差別などがなく安心して暮らせる環境の整備  

○ 高齢期の女性が、地域で安心して暮らしていけるよう支援するとともに、

それぞれの意思と能力に応じて、働くなど、活躍し続けることができるよう

取り組みます。 

○ 障がいのある女性に対する虐待防止や雇用の推進を図るため、障がいに対

する理解を深める啓発に取り組むとともに、障がいの特性に応じた就職支援

を行います。 

○ 外国人女性が異なる言語や文化、価値観の違いから生じる壁や、地域での

孤立といった困難に直面することがないよう、国際理解のための啓発を推進

するとともに、外国語による各種情報提供や相談への対応を行います。 

○ 部落差別問題に加えて、女性であることでさらに複合的に困難な状況に置

かれないよう、これらの人権課題についての正しい理解を深めるための啓発

に取り組みます。 

○ 性的指向や性自認などを理由として困難な状況に置かれることのないよ

う、人権教育・啓発を推進するとともに、ＤＶ相談等においては、性的少数

者の被害者に適切に対応するため、性的少数者を対象とした専用の相談を実

施します。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

生涯現役社会づくり

の推進 

年齢にかかわりなく、それぞれの意思と能力に応じ

て活躍し続けることができる「生涯現役社会」を実

現するため、「高齢者の活躍の場の拡大」、「就業・社

会参加支援」、「意識改革」に取り組みます。 

  
労働政策局就業支援

課 

一人暮らし高齢者見

守り活動 

ひとり暮らしの高齢者が孤立せず、安心して生活で

きるよう地域における見守り活動を推進します。 
  

高齢者地域包括ケア

推進課 

地域包括支援センタ

ーの機能強化 

市町村及び地域包括支援センター職員を対象とした

地域包括ケアシステムの構築を図るための研修を実

施します。 

  
高齢者地域包括ケア

推進課 

高齢者の虐待防止・

権利擁護 

高齢者虐待防止に関する対応力向上を図るための研

修を実施します。 
  

高齢者地域包括ケア

推進課 

施設職員を対象とした高齢者虐待防止に関する研修

等を実施するとともに、身体拘束ゼロ作戦推進会議

を開催し、施設における身体拘束をなくす取組を推

進します。 

  介護保険課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

障がい者雇用の促進 

事業主等を対象とした障がい者雇用に係る普及・啓

発と、求職障がい者の就業支援及び在職障がい者の

職場定着を図るための事業を実施します。 

  
労働政策局就業支援

課 

障がいのある人の職

業訓練 

障がいのある人の職業能力開発、就職支援のため、

福岡障害者職業能力開発校において施設内訓練を実

施するほか、民間教育訓練機関等を活用した委託訓

練を実施します。 

  
労働政策局職業能力

開発課 

障がい者の虐待防

止・権利擁護の推進 

市町村、障がい福祉サービス事業所等の職員を対象

に障がい者虐待防止・権利擁護に関する知識・支援

技術にかかる研修を実施します。 

  

障がい福祉課 

（障がい福祉サービ

ス指導室） 

障がいを理由とする

差別の解消の推進 

（県障がい者差別解

消専門相談） 

障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供に関す

る相談に対応します。 
  障がい福祉課 

外国語による各種情

報提供 

在住外国人の居住利便性を高めるため、ホームペー

ジやＦＭ放送等により様々な情報を提供します。 
 国際局国際政策課 

外国語による相談の

実施 

県と国等の外国人材に係る専門機関が一体となった

「FUKUOKA IS OPENセンター」において、生活や就

労、在留資格等に係る相談をワンストップで対応し

ます。 

  国際局国際政策課 

地域日本語教室運営

ボランティア支援 

県内在住の外国人にとって生活上不可欠な日本語の

教室を運営しているボランティアを対象に、スキル

アップセミナー等を実施します。 

  国際局国際政策課 

公正採用選考啓発 
公正な採用選考の実現のため、雇用主等に対する啓

発を実施します。 
  

人材活躍・労働総務

課 

人権教育・啓発の推

進 

・「福岡県人権教育・啓発基本指針」に基づき毎年度、

実施計画を作成し、人権施策をより効果的に推進し

ます。 

・女性や性的少数者を含めた様々な人権問題をテー

マとした県民講座や人権啓発ラジオ番組により、県

民の人権意識の高揚に取り組みます。 

・専門講師をあっせん・派遣し、地域や企業等にお

ける同和問題や女性の人権問題などに関する啓発に

取り組みます。 

  
人権・同和対策局調

整課 

生活困窮者の自立支

援 

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支

援するため、本人の状況に応じた包括的かつ継続的

な相談支援等を実施します。 

 保護・援護課 

 

総合相談・専門相談

の実施 

・生き方や離婚・家族関係などすべての人が抱える

広範囲な悩みに関する総合相談（電話・メール・面

接）を実施します。 

・総合相談のうち、専門家の助言が必要な場合には

専門相談（法律相談、こころの健康相談）を実施し

ます。 

1-(1)① 

2-(1)⑤ 
男女共同参画推進課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

パートナーシップ宣

誓制度推進 

・性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかか

わらず、人生を共にしたい人と安心して生活するこ

とができる福岡県を目指し、令和４年４月１日から、

福岡県パートナーシップ宣誓制度を開始しました。 

・利用可能なサービスの拡充を図るため、市町村・

民間企業等の理解を促進し、さらに性の多様性への

理解を深めるための県民啓発に取り組みます。 

  
人権・同和対策局調

整課 

 

（３）生涯を通じた男女の健康支援 

① 生涯にわたる男女の健康支援 

○ 男女のライフサイクルに応じた健康支援を行うとともに女性特有のがん

などの疾患予防に取り組みます。 

○ 健康で長く働き活躍できるよう、ヘルスリテラシーの向上を図るとともに、

企業における職場環境整備を促進します。 

○ 健康寿命を延ばし、一人ひとりが長生きしてよかったと実感できる社会を

実現するため、生活習慣病の予防、改善に向けた取組を行います。 

○ 年齢性別を問わず、自殺防止に向けた相談や心の健康等の悩みの相談を受

け付け、心身の健康維持に取り組みます。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

がん検診精度管理 

・集団検診協議会へ補助することにより、集団検診

の普及向上、調査研究並びに教育等を実施します。 

・マンモグラフィ撮影技師及び読影医師養成研修、

乳がん検診精度管理委員会を開催します。 

  

  

がん感染症疾病対策

課 

がん検診受診率向上

対策 

・従業員やその家庭に対し、がん検診の受診を働き

かける「働く世代をがんから守るがん対策サポート

企業」を登録・支援します。また、がん検診の重要

性を理解するよう、様々な広報媒体を活用し啓発し

ます。 

・検診受診率向上のため、中小事業所に健康づくり

実践アドバイザーを派遣します。 

  

がん感染症疾病対策

課 

健康増進課 

ふくおか健康づくり

県民運動 

県民の健康寿命の延伸を目指し、様々な分野の関係

団体が一体となって、多様な事業を通じ、県民の自

主的な健康づくりを県民運動として展開します。 

  健康増進課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

自殺防止総合相談窓

口 

・自殺予防ホットラインを運営します。 

・ＳＮＳのＬＩＮＥを活用した相談窓口「きもちよ

りそうライン＠ふくおかけん」を運営します。 

  

健康増進課 

（こころの健康づく

り推進室） 

心の健康づくり推進 
保健福祉（環境）事務所及び精神保健福祉センター

での精神保健福祉相談を実施します。（電話、来所） 
  

健康増進課 

（こころの健康づく

り推進室） 

エイズ・性感染症対

策の推進 

エイズや性感染症に関する正確な情報の普及啓発、

検査、相談、医療体制整備等を図ります。 
  

がん感染症疾病対策

課 

性と健康の相談セン

ター 

・福岡県プレコンセプションケアセンターを設置

し、相談業務、普及啓発（養護教諭等への研修）を

通して男女問わずライフステージに応じた切れ目な

い性や生殖に関する健康支援と正しい知識の発信を

行います。 

・各保健福祉（環境）事務所に「不妊・不育と性の

相談センター」を設置し、思春期からの人々を対象

に性や妊娠に関する相談対応を行い、必要に応じて

専門医相談に繋ぎます。また、流産・死産を経験し

た方の支援を行います。 

・HTLV-1母子感染対策を実施します。 

  子育て支援課 

働く女性の健康を守

る事業 

女性特有の健康課題に起因する望まない離職等を防

ぎ、女性が健康で長く働き、活躍できるよう、女性

のヘルスリテラシーの向上を図るとともに、企業に

おける職場環境整備を推進します。 

1-(1)② 

1-(2)①  
女性活躍推進課 

 

② 妊娠・出産の健康支援 

○ 女性が安心して妊娠・出産するための支援や不妊治療への支援を行うとと

もに、性感染症対策や学校における性に関する指導の充実を図ります。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

子育て支援電話相談

（にんしんＳＯＳふ

くおか） 

妊娠期から育児期、思春期の様々な悩みや不安に対

し、専門職が電話・メール相談に応じることにより、

相談者の悩みや不安の軽減を図ります。  

  子育て支援課 

周産期医療対策 

母子の身体や生命に影響が大きい周産期について、

安心して快適に過ごせるよう周産期医療対策の充実

を図ります。 

  医療指導課 



第
２
部

　
施
策
の
方
向

第
２
部

　
施
策
の
方
向

77 

 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

不妊治療等支援 

不妊症・不育症に関する医学的相談や、心の悩みに

関する相談対応に応じ、精神的サポートを行うとと

もに、不妊治療及び不育症治療に要する費用の一部

を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 

  子育て支援課 

学校における性に関

する指導の充実 

学校における性に関する指導充実のための県指導主

事等研修会での周知及び保健主事研修会、養護教諭

基本研修会等各種研修会を通じての指導を行いま

す。 

  
教育庁体育スポーツ

健康課 

 

（４）防災・復興における男女共同参画の推進 

○ 防災に関する政策・方針決定の場である防災会議における女性委員の増加

や地域の防災を担う自主防災組織における女性の参画の促進に取り組むと

ともに、男女共同参画の視点を持って防災・復興に対応できる人材を育成し

ます。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

男女共同参画の視点

をとり入れた防災・

災害復興の企画立案 

防災計画や各種対応マニュアルの策定、その他防災

等の企画立案において、女性の参画を促進すること

で男女双方の視点に配慮するよう努めます。 

  
防災危機管理局防災

企画課 

被災時の男女ニーズ

の違いの啓発、防災

会議及び自主防災組

織への女性の参画促

進 

・地域住民向け防災啓発事業の企画立案及び講演内

容において、被災時の男女のニーズの違い等男女双

方の視点に十分配慮するよう努めます。 

・市町村職員や自主防災組織のリーダー等に女性と

男性が災害から受ける影響の違いなどに十分に配慮

された災害対応が行われることの必要性を説明し、

防災会議及び自主防災組織への女性の参画を促進し

ます。 

  
防災危機管理局防災

企画課 

男女共同参画の視点

を持った災害対応人

材育成 

避難所運営の実働訓練などにより、男女共同参画の

視点をもって防災・復興に対応できる人材を育成し、

平常時からの地域のコミュニティの男女共同参画を

推進します。 

  

1-(3)② 

 

男女共同参画推進課 

災害発生時の相談の

実施 

災害後、生活環境の変化に伴って生じる様々な問題

（家族との関係の変化による不安やＤＶの発生、孤

立や活力の低下による心身の不調等）に対応するた

め、電話やメール、面談等による相談を実施します。 

  男女共同参画推進課 
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柱３ ジェンダー平等・男女共同参画社会の実現に向けた意識改革・教 
育の推進 

 

 

＜現状・課題＞ 

○ 誰もが人権を尊重され、責任を分かち合いながら、社会のあらゆる分野で、

性別にかかわらず自分に合った生き方を選択し、個性と能力を発揮すること

ができるジェンダー平等・男女共同参画社会の実現は、活力ある地域社会を

築くために重要であり、国際目標として国連サミットで採択され令和 12

（2030）年を期限とする「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」の目標５「ジェ

ンダー平等を実現しよう」に合致しているだけでなく、他のすべての目標の

達成にも関わっています。 

 

○ 県民意識調査によると、「男は仕事、女は家庭」という考え方に『反対派』

が約７割を占め、意識改革の進展はみられるものの、依然として約３割の人

が賛成しており、固定的な性別役割分担意識が根強く残っていることが示さ

れています。 

 

○ 県民意識調査では、男女の地位が平等になっているかについて、「政治の

場」、「社会通念・慣習・しきたりなど」、「社会全体」において、男女ともに

７割前後が『男性優遇』と回答しています。また、「職場」及び「学校教育の

場」以外において男女間の認識に 10 ポイント以上の差が見られるなど、現

状認識にギャップが存在しています。 

 

○ 男女で異なる役割分担により、女性だけでなく男性も不安や悩みを抱えた

り、生きづらさを感じることがあり、そういった状況を社会全体で理解する

ことが求められています。 

 

○ 就労の場、地域社会、学校、メディア等の様々な場面において、固定的な

性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を解消

する必要があり、報道機関をはじめとする各種メディアは、県民の意識に与

える影響が大きいことから、ジェンダーの視点を持った報道や広報・広告が

求められています。 

  

○ こどもの頃から、性別にとらわれず、誰もが自立した個人として互いの人

格や個性を尊重し、自らの意思によって行動できるよう、こどもの成長段階

に応じた包括的なジェンダー教育を求める意見もあります。 
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○ 理工系学生に占める女性の割合が低いなど、進路に偏りがあり、女性の職

業選択に大きな影響を与えています。誰もが固定的な性別役割分担意識にと

らわれない主体的な進路、職業選択を可能とするキャリア教育、進路指導を

行う必要があります。 

 

＜施策の方向＞ 

（１）ジェンダー平等・男女共同参画社会の実現に向けた男女双方の意識改革 

○ 固定的な性別役割分担意識の解消に向け、報道機関と連携して広く県民に

情報発信することにより、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

に対する理解促進と意識改革に取り組みます。 

○ ジェンダー平等・男女共同参画について、ＳＤＧｓの考え方も示しながら、

幅広い層への啓発を行います。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

ジェンダー平等フォ

ーラムの実施 

ジェンダー平等・男女共同参画社会づくりに向け、

県民一人ひとりに理解を深める機会と場を提供する

「ジェンダー平等フォーラム」を開催します。 

  男女共同参画推進課 

男女共同参画表彰の

実施 

県民、団体及び事業者の男女共同参画に関する取組

への意欲を高めるため、条例で定める県男女共同参

画の日（11月第４土曜日）にあわせ、男女共同参画

の推進に関して著しく功績があり、他の模範と認め

られる取組を行っている県内の個人、団体、企業を

表彰します。 

  男女共同参画推進課 

県広報媒体における

ジェンダー平等・男

女共同参画情報発信 

ジェンダー平等・男女共同参画社会について、下記

の媒体により県民に対し広報啓発を実施します。 

・各戸配布広報紙「福岡県だより」 

・新聞紙面購入「福岡県からのお知らせ」 

・広報誌「グラフふくおか」 

・県政広報番組（テレビ・ラジオ） 

・ふくおかインターネットテレビ 

  広報課 

ジェンダー平等・男

女共同参画情報の発

信 

・ライブラリーを運営し、ジェンダー平等・男女共

同参画に関する図書、雑誌等の資料の収集、閲覧・

貸出を行うとともに、定期情報誌の作成発行やイン

ターネットを活用して、講座・セミナー案内、相談

案内などの情報を提供します。 

・各分野で活躍する県内の女性ロールモデル等の情

報をホームページ等で発信します。 

  男女共同参画推進課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

ジェンダー平等・男

女共同参画の視点に

立った行政広報の推

進 

行政広報・出版物について、固定的な性別役割分担

に基づく表現などにならないよう「行政広報物にお

ける表現のガイドライン」等を用いて県や市町村の

職員へ周知を図ります。 

  男女共同参画推進課 

アンコンシャス・バ

イアスの認知と理解

に向けた普及・啓発 

アンコンシャス・バイアスへの認知と理解を深める

ため啓発素材を作成し広報啓発を実施します。 
  男女共同参画推進課 

県民参加型のフォト

メッセージ等を活用

した意識啓発 

ジェンダーギャップの実例や解消のためのアクショ

ン等に関するフォトメッセージや動画を県民から募

集し、優秀作を表彰するとともに、受賞作を利用し

た意識啓発に取り組みます。 

 男女共同参画推進課 

若年層への啓発 

・小学校高学年から高校生向けの、本県のジェンダ

ー平等・男女共同参画の現状をまとめた参考資料「福

岡県のジェンダー平等」を各学校に配付し、教育庁

と連携してその活用を促します。 

・次代を担う若年層のジェンダー平等・男女共同参

画への理解を促進するため、大学生がジェンダーに

起因する社会的課題の解決に向けた方策を取りまと

め、その成果を発信するワークショップを開催しま

す。 

  男女共同参画推進課 

若い世代が結婚や子

育てについて理解を

深める活動の促進 

結婚や子育てについての理解を深めるため、教育現

場と連携し、こどもが自らの将来について明確なビ

ジョンを描けるよう、ライフプラン教育の取組を推

進します。 

 こども未来課 

若い世代と乳幼児と

の直接的なふれあい

体験の実施促進 

次世代の親となる若い世代が将来の家庭や子育てに

ついて考える機会を提供するため、中高生を対象と

した直接的な乳幼児とのふれあい体験の実施を促進

します。 

 こども未来課 

施策におけるジェン

ダー平等・男女共同

参画の視点確保 

本県が実施する様々な政策分野において、ジェンダ

ー平等・男女共同参画の視点を確保し、施策に反映

していきます。  

  男女共同参画推進課 

男性のための相談対

応 

男性のジェンダーに関する悩みに男性臨床心理士が

対応するなど、生きづらさを抱える男性が相談でき

る環境を整備し、心の負担軽減のための支援を行い

ます。 

  男女共同参画推進課 

 

（２）学校等教育現場におけるジェンダー平等・男女共同参画の推進 

① ジェンダー平等・男女共同参画を推進する教育の実施と教職員等への理解促

進 

○ ジェンダー平等・男女共同参画と人権尊重の理念に基づく教育を進めると

ともに、教職員等のジェンダー平等・男女共同参画についての理解促進を図

ります。 
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○ 固定的な性別役割分担意識にとらわれず、ともに家庭や地域を担い、社会

において個性と能力を発揮するための教育を推進します。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

ジェンダー平等・男

女共同参画教育の推

進 

・幼稚園、小学校、中学校において、発達段階に応

じたジェンダー平等・男女共同参画教育を教育課程

に位置付けるとともに、学校の教育活動全体を通し

て実施していくよう指導・助言します。 

・「男女共同参画教育指導の手引」の活用を通じて、

各教科等において、男女平等の意識を高めるととも

に一人一人の個性や能力を伸長し、発揮させるよう

指導の充実を図ります。 

・市町村教育委員会に対してジェンダー平等・男女

共同参画教育に関する指導・助言、情報提供を行い

ます。 

・高等学校においては、学校の教育活動全体を通し

て実施していくよう指導、助言します。 

  
教育庁義務教育課 

教育庁高校教育課 

男女平等観に立った教育の充実について、私立学校

に対して情報を提供します。 
  

私学振興・青少年育

成局私学振興課 

家庭科等の学習内

容・方法の充実 

・小学校家庭科では、生活に必要な知識と技能を習

得させるとともに、男女が協力して家庭生活を築き、

家族の一員として生活を工夫しようとする実践的な

態度を養うよう指導の充実を図ります。 

・中学校技術・家庭科の家庭分野では、生活の自立

に必要な衣食住に関する基礎的な知識と技術を習得

させるとともに男女が協力して家庭生活を築き、生

活をよりよくしようとする能力と態度を養うよう指

導の充実を図ります。 

  教育庁義務教育課 

高等学校家庭科の学習においては、共に協力して家

庭を築くことの意義や重要性について理解を深める

ことができるように学習の充実を図ります。 

  教育庁高校教育課 

学校における家庭科の学習内容・方法の充実につい

て私立学校に対して情報を提供します。 
  

私学振興・青少年育

成局私学振興課 

校長等管理職へのジ

ェンダー平等・男女

共同参画の理解促進 

校長等管理職研修会で、ジェンダー平等・男女共同

参画の基本理念やジェンダー平等・男女共同参画教

育の視点を取り入れた学校経営等についての研修を

継続します。 

  教育庁義務教育課 

高等学校においては、ジェンダー平等・男女共同参

画の視点を取り入れた教育活動を推進するため、研

修の充実に努めます。 

  教育庁高校教育課 

福岡県私学協会の主催する各種研修会において、私

学協会を通じて、私立学校に情報提供及び助言を行

います。 

  
私学振興・青少年育

成局私学振興課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

男女平等の視点に立

った学校内慣行の見

直し 

・学校行事等は、児童生徒の発達段階に応じて進め、

実施に当たっては、社会慣行としての性別による偏

りにとらわれることがないよう指導内容や指導方法

を検討し、見直しながら推進するよう指導・助言を

行います。 

・男女混合名簿の使用状況等を把握し、使用目的、

使用方法、使用する際の配慮等について指導・助言

を行います。 

  教育庁義務教育課 

文部科学省等の依頼に基づき、私立学校に対して情

報を提供します。 
  

私学振興・青少年育

成局私学振興課 

人権教育・啓発の推

進 

・様々な研修会の中で、女性の人権に関する問題を

取り上げます。また、人権教育教材『かがやき』『あ

おぞら』『あおぞら２』の活用等を通し、女性の人権

に関する問題の解決を目指した教育の推進に努めま

す。 

・性的マイノリティの児童生徒へのきめ細かな対応

に資するよう、主管研修等において周知します。 

・人権・同和教育冊子等を作成・発行します（女性

の人権尊重やジェンダー平等・男女共同参画社会の

形成に関する内容も含む。）。 

・県内における人権教育の推進及び充実が図られる

よう、各種研修会を実施します。 

 

教育庁人権・同和教

育課 

 

 

② ジェンダー平等・男女共同参画の視点に立ったキャリア教育・進路指導の推進 

○ 固定的な性別役割分担意識にとらわれず、性別にかかわらず誰もが社会性

や勤労観・職業観をはぐくみ、主体的に進路を選択できる力を身に付けるこ

とができるよう、進路指導の充実を図るとともに、就労体験やインターンシ

ップなど各成長段階に合わせたキャリア教育を実施します。 

【主要な施策、事業、取組】 

施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

キャリア教育・進路

指導の充実 

・小・中学校において、児童生徒が将来に対する目

的意識を持ち、主体的に自己の進路を選択決定して

自己実現ができる能力や態度を育てるために、職業

選択を自立の基礎として位置付けた進路指導の充実

を図り、キャリア教育の視点に立った教育活動を推

進します。 

・文部科学省作成の「キャリア教育の手引き」を活

用し、一人一人の個性や能力に応じた進路指導の充

実を図ります。 

・進路指導に関する調査や関係諸機関との連携の在

り方の研究を行い、進路指導の充実に係る研修会へ

の指導・助言を行います。 

  教育庁義務教育課 
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施策・事業等名 施策・事業等の概要 
事業 
再掲 

所管課（室）名 

キャリア教育・進路

指導の充実 

・高等学校においては、学校の教育活動全体を通じ

て計画的、組織的に進路指導が行えるよう指導しま

す。 

・文部科学省作成の「キャリア教育の手引」を活用

し、生徒の能力・適性及び進路希望等の多様化に伴

い、各学校において適切な進路指導に関する手引き

を作成するように指導します。 

・進路指導主事に対して、その職務に必要な研修を

実施します。 

  教育庁高校教育課 

・キャリア教育・進路指導に関する情報提供を私立

学校に対して行います。 

・福岡県私学協会の主催する各種研修会において、

私学協会を通じて、私立学校に情報提供及び助言を

行います。 

  
私学振興・青少年育

成局私学振興課 

高校生キャリア教育

の推進 

望ましい勤労観や職業観を身に付けさせ、進路を主

体的に選択できるよう、各種経済団体等との連携を

深め、社会人講座をインターンシップ前に実施する

など、働く意義を理解させ、インターンシップの取

組を充実させます。 

  教育庁高校教育課 

勤労教育、就労体験

の促進 

・小・中学校において、全校美化の行事、各種勤労

体験や生産活動、ボランティア活動等を学校行事と

して教育課程に位置付け、勤労の大切さを体得させ

る指導の充実を図ります。 

・総合的な学習の時間等において、職場体験活動、

地域奉仕活動、環境美化活動等を取り入れる等、働

く喜びを味わわせるとともに、勤労観、職業観等の

育成を目指して勤労体験を一層促進します。 

  教育庁義務教育課 

・高等学校においては、学校の教育活動の中で、生

徒が勤労に対する意識を高められるような機会を設

定し、キャリアガイダンスが充実するように推進し

ます。 

・インターンシップ（就業体験）の充実と推進を図

ります。 

  教育庁高校教育課 

・私立学校に対して勤労教育や就労体験について情

報を提供します。 

・私立高校生インターンシップを県庁で受け入れま

す。 

  
私学振興・青少年育

成局私学振興課 

県内国立大学との連

携・協力 

県内国立大学と連携し、高校生対象のセミナーを実

施します。また、女子生徒の理工系等への関心を高

める資料の提供などを行います。 

  教育庁高校教育課 
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